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文 教 常 任 委 員 会 記 録

１．会議日時

平成２４年１１月１３日（火）午前１０時　３分　開会

　　　　　　　　　　　　　　午後　４時１３分　散会

１．場所

第二委員会室

１．出席委員

委 員 長 大澤千恵子 副委員長 柴田繁勝  委　　員 川端福江

委　　員 渡辺慎吾  委　　員 安藤　薫 

１．欠席委員

なし



１．説明のため出席した者

市　長　森山一正 教育長　和島　剛

教育次長兼次世代育成部長　馬場　博　　　　

教育総務部長　登阪　弘　　総務課長　岩見賢一郎　　子育て支援課長　木下伸記

次世代育成部次長兼教育センター所長　前馬晋策　　　教育政策課長　若狭孝太郎　

同課長代理　野本憲宏 こども教育課長　小林寿弘

教育推進課長　撰田裕美 児童相談課長　北橋ひとみ

生涯学習部長　宮部善隆 同部次長兼文化スポーツ課長　布川博

生涯学習課長　柳瀬哲宏

　　　　　　

１．出席した議会事務局職員

事務局局次長　藤井智哉 同局総括主査　湯原正治

１．審査案件

認定第１号　平成２３年度摂津市一般会計歳入歳出決算認定の件所管分
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（午前１０時３分　開会）

○大澤千恵子委員長　ただいまから、文

教常任委員会を開会します。

　理事者から挨拶を受けます。

　森山市長。

○森山市長　おはようございます。

　スポーツ・文化の秋たけなわ、何かと

行事の多い中、きょうは委員会をお持ち

いただきまして大変ありがとうございま

す。

　本日は、平成２３年度の一般会計歳入

歳出決算所管分のご審査を賜りますけれ

ども、ご案内のごとく、間もなく来年度

の予算編成にかかる時期でございます。

そういう意味で、この委員会の審査は来

年度のまちづくりにつながる大切な委員

会でもあろうかと思います。どうぞ、慎

重審査の上、ご認定賜りますよう、よろ

しくお願いいたします。

　一旦、退席させていただきます。

○大澤千恵子委員長　挨拶が終わりまし

た。

　本日の委員会記録署名委員は、川端委

員を指名します。

　暫時休憩します。

（午前１０時４分　休憩）

（午前１０時５分　再開）

○大澤千恵子委員長　再開します。

　認定第１号所管分の審査を行います。

　補足説明を求めます。

　馬場教育次長。

○馬場教育次長　おはようございます。

　それでは、平成２３年度摂津市一般会

計歳入歳出決算のうち、次世代育成部が

所管しております事項につきまして、決

算書に従い、補足説明を申し上げます。

　まず、歳入でございますが、決算書の

３０ページをお開きください。

　款１３、使用料及び手数料、項１、使

用料、目２、民生使用料、節１、児童福

祉施設使用料は、市内保育所敷地内の関

西電力電柱及び支線の用地占用料でござ

います。

　次に、３８ページ、款１４、国庫支出

金、項２、国庫補助金、目１、民生費国

庫補助金、節１、児童福祉費補助金は、

つどいの広場を開催する地域子育て支援

拠点事業等に対する子育て支援交付金で

ございます。

　次に、款１５、府支出金のうち、４２

ページ、項２、府補助金、目２、民生費

府補助金、節１、社会福祉費補助金は、

市町村が地域の実情に沿って取り組む地

域福祉、及び子育て支援事業に対する地

域福祉・子育て支援交付金。

　また、４４ページ、節４、児童福祉費

補助金は、市立第１児童センターの運営

に対する補助金のほか、市立幼稚園が地

域開放等で使用する遊具や備品の購入、

移動児童館の取り組みなど、子育て支援

活動やオレンジリボンキャンペーンに係

る経費など、児童虐待防止対策に対する

大阪府安心こども基金特別対策事業費補

助金、大阪府のこども・未来プラン後期

計画や、摂津市次世代育成支援後期行動

計画の目標達成に向けて取り組む就学前

教育実践の手引きの作成や、赤ちゃんの

駅、青少年ゆめ・感動体験事業等に対す

る地域福祉・子育て支援交付金特別枠で

ございます。

　次に、４８ページ、目８、教育費府補

助金では、節２では小学校を巡回し、通

学路での子どもの安全見守り体制づくり

の指導を行うスクールガードリーダーの

配置に対する補助金、節３では市内１０

小学校で開催しております放課後子ども

教室わくわく広場の運営費等に対する大

阪府教育コミュニティーづくり推進事業

費補助金でございます。

　なお、節４、使える英語プロジェクト
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事業補助金につきましては、本来、２３

年度とすべき年度区分を誤って２４年度

収入として調定したため、２３年度の調

定額及び収入額はゼロとなっております。

今後は、事務処理に万全を期したいと思

慮いたしております。申しわけございま

せんでした。

　次に、６２ページ、款１９、諸収入、

項４、雑入、目２、雑入、節１、雑収入

の主なものは、こども教育課分として、

保育所職員給食費負担金、保育所バス借

上料保護者負担金、チャレンジャークラ

ブ参加負担金、「こども１１０番の家」

協力家庭に対する傷害保険の過年度還付

金、児童相談課分として、家庭児童相談

室バス借上料保護者負担金などでござい

ます。

　以上が歳入でございます。

　続きまして、歳出でございますが、決

算書の１１６ページをお開きください。

　１１６ページから１１９ページにわた

ります款３、民生費、項２、児童福祉費、

目１、児童福祉総務費の主なものは、家

庭児童相談室の児童相談嘱託員の賃金、

家庭児童相談室相談員及び児童相談支援

員の報償金、障害児の保育所入所に係る

ケースワーク謝礼や、次世代育成支援行

動計画推進協議会の開催に係る経費、民

間保育所・ＮＰＯ法人へのつどいの広場

委託料、摂津市社会福祉事業団への市立

第１児童センター指定管理委託料、非暴

力アクションワークショップ実施のため

の報償金、オレンジリボンキャンペーン

実施に係る経費などでございます。

　次に、１２０ページからの目３、児童

福祉施設費は、市内４保育所の管理運営

に係る経費のほか、地域子育て支援セン

ターに勤務する嘱託員賃金、子育て講座

の講師謝礼や父親子育てプログラム委託

料、移動児童館用備品、市立４保育所の

園庭遊具購入に係る経費などでございま

す。

　次に、１７６ページをお開きください。

　１７６ページの款９、教育費、項１、

教育総務費、目２、事務局費の主なもの

は、障害児介助員や障害児等支援員の賃

金でございます。

　次に、１７８ページ、目３、教育研究

所費は、教育センターの運営に係る経費

で、教育支援センター「適応指導教室パ

ル」、及び教育相談に関わる教育指導嘱

託員や小学校スクールカウンセラーの報

酬、不登校傾向にある子どもへの支援を

行う「さわやかフレンド」の報償金、市

内小中学校１５校を結ぶインターネット

プロバイダー料などが主なものでござい

ます。

　次に、１８０ページからの目４、教育

指導費の主なものは、小学校１年生等学

級補助員や学校読書活動推進サポーター、

家庭教育相談員の賃金、英語指導助手な

どを派遣する国際理解教育推進事業に係

る経費、スクールガードリーダー配置事

業に係る経費、学力定着度調査委託料、

教育課程研究開発委嘱校への研究補助金、

学習サポーターやスクールソーシャルワー

カー派遣及び教科書採択に係る教科書選

定員の報償費などでございます。

　次に、１８２ページ、目５、教育推進

費は、中国帰国子女等への日本語指導や、

土曜つながり推進事業における指導員の

配置などに要した経費でございます。

　また、同ページ、目６、人権教育指導

費は、人権教育に係る研究会負担金など

に要した経費でございます。

　同じく、同ページ、項２、小学校費、

目１、学校管理費、及び１８８ページ、

項３、中学校費、目１、学校管理費のう

ち、教育推進課所管分としては、小中学

校でのＩＣＴ教育の推進と事務の効率化
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に係る経費で、パソコン等の借上料、プ

リンターの修理に係る経費、図書システ

ムに係る経費などが主なものでございま

す。

　次に、１９２ページからの款９、教育

費、項４、幼稚園費、目１、幼稚園管理

費は、市立３幼稚園の管理運営に係る経

費のほか、幼稚園で勤務する非常勤職員

等の賃金、就学前教育実践の手引き策定

懇談会の委員報償金や手引策定委託料、

べふこども園開設に伴うべふ幼稚園改修

工事代金などでございます。

　次に、１９６ページ、目２、教育振興

費は、市立幼稚園３園で卒園式に授与す

る修了証書購入代金、大阪府及び全国公

立幼稚園長会負担金などでございます。

　次に、２００ページ、項５、社会教育

費、目３、青少年対策費は、社会教育指

導嘱託員及び青少年指導員の報酬のほか、

こどもフェスティバル、成人祭、青少年

ゆめ・感動体験事業、放課後子ども教室

など、青少年の健全育成に係る経費や、

青少年関係団体への活動補助金などでご

ざいます。

　以上、次世代育成部に係ります平成２

３年度決算の補足説明とさせていただき

ます。

○大澤千恵子委員長　登阪教育総務部長。

○登阪教育総務部長　おはようございま

す。

　それでは、平成２３年度一般会計歳入

歳出決算のうち、教育総務部総務課と子

育て支援課が所管しております事項につ

きまして、決算書に従い、事項別明細書

の目を追って、その主なものについて補

足説明をさせていただきます。

　まず、歳入でございますが、３０ペー

ジをお開きください。

　款１２、分担金及び負担金、項１、負

担金、目１、民生費負担金の主なものは、

市立保育所及び私立保育園の保育料でご

ざいます。

　次に、３２ページから３４ページわた

ります款１３、使用料及び手数料、項１、

使用料、目６、教育使用料の主なものは、

幼稚園の入園金及び保育料、並びに学童

保育室保育料などでございます。

　次に、３６ページから３８ページにわ

たる款１４、国庫支出金、項１、国庫負

担金、目１、民生費国庫負担金の主なも

のは、保育所運営費に係る児童福祉費負

担金や児童扶養手当負担金、子ども手当

負担金などでございます。

　３８ページ、項２、国庫補助金、目１、

民生費国庫補助金は、母子家庭自立支援

給付金事業補助金でございます。

　同ページから４０ページわたる目４、

教育費国庫補助金の主なものは、学校で

使用する教材用備品に係る理科教育等設

備整備費補助金、幼稚園の就園に係る保

護者の経済的負担の軽減を図る奨励費補

助金、またとりかい幼稚園の下水道供用

開始に伴う排水設備工事に係る学校施設

環境改善交付金、また平成２２年度から

繰り越しをいたしました摂津小学校の給

食調理場及びエレベーター設置工事、並

びに千里丘小学校体育館の耐震等補強工

事、各小学校の普通教室に設置いたしま

した空調機設置工事に係る安全・安心な

学校づくり交付金などでございます。

　同ページ、項３、委託金、目２、民生

費委託金は、子ども手当事務委託金でご

ざいます。

　次に、同ページから４２ページにわた

る款１５、府支出金、項１、府負担金、

目１、民生費府負担金の主なものは、保

育所運営に対する児童福祉費負担金や子

ども手当負担金などでございます。

　次に、同ページから４４ページにわた

る項２、府補助金、目２、民生費府補助
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金の主なものは、民間保育園の建て替え

等に係る大阪府安心こども基金特別対策

事業費補助金や保育所運営費補助金、乳

幼児医療、ひとり親家庭医療に対する医

療費補助金などでございます。

　次に、４８ページ、目８、教育費府補

助金の主なものは、学童保育室の運営に

対する放課後児童健全育成事業費補助金

などでございます。

　次に、５４ページ、款１９、諸収入、

項３、貸付金元利収入、目１、奨学資金

貸付金元金収入は、奨学資金の貸付金の

償還金でございます。

　次に、５４ページから６２ページにわ

たります項４、雑入、目２、雑入の主な

ものといたしまして、６１ページ、学校

給食費負担金や日本スポーツ振興センター

の保護者負担となる掛金、６３ページ、

保育所に係る児童主食費負担金や乳幼児

医療費返還金などでございます。

　次に、歳出についてご説明申し上げま

す。

　１１６ページをお開きください。

　款３、民生費、項２、児童福祉費、目

１、児童福祉総務費の主なものは、１１

８ページの民間保育所に対する運営費補

助金や児童福祉施設整備補助金、また障

害児保育補助金や簡易保育所補助金、保

育所運営費負担金などでございます。

　次に、１２０ページ、目２、児童措置

費の主なものは、児童手当、児童扶養手

当、子ども手当などの扶助費でございま

す。

　同ページ、目３、児童福祉施設費は、

市立４保育所の管理運営に係る経費で、

その主なものといたしましては、修繕料

や給食に係る賄材料費、また維持管理に

必要な委託料、備品購入費などでござい

ます。

　１２２ページからの目４、母子福祉費

は、母子家庭の自立支援に係る経費など

で、その主なものといたしましては、１

２４ページ、母子生活支援施設運営費負

担金や母子家庭高等技能訓練促進費など

でございます。

　同ページ、目５、乳幼児等医療助成費

は、乳幼児等に対する医療費や、義務教

育課程の児童生徒に対する入院医療費助

成に要した経費でございます。

　次に、目６、ひとり親家庭医療助成費

は、ひとり親家庭に対する医療費助成に

要した経費でございます。

　続きまして、１７４ページ、款９、教

育費、項１、教育総務費、目１、教育委

員会費は、教育委員に係る諸経費で、教

育委員の報酬がその主なものでございま

す。

　同ページから１７８ページにわたりま

す目２、事務局費は、教育委員会事務局

の運営全般に係ります経費で、主なもの

といたしましては、校務補助嘱託員やこ

ども安全巡視員の賃金、新１年生の入学

祝い品のランドセルの購入費、小学校受

付員の報償金、児童に貸与する防犯ブザー

の購入費や、学校施設の老朽化に伴い緊

急に調査いたしました義務教育施設等外

壁調査委託料、また通学路における交通

専従員業務委託料、並びに経済的理由に

より高校進学が困難な生徒への奨学資金

の貸付金などでございます。

　次に、１８２ページからの項２、小学

校費、目１、学校管理費は、市立１０小

学校の運営、施設整備の維持管理に要し

た経費でございます。主なものといたし

ましては、教科用や通常の学校管理に必

要となる消耗品、施設維持のための光熱

水費や修繕料、施設の管理に必要な法定

点検等の委託料、夜間における機械警備

委託料や学校管理委託料、地上デジタル

放送移行により、施設周辺民家への電波
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障害が解消したことから、対策施設の撤

去等委託料、小学校の普通教室に設置い

たしました空調機設置工事、管理用及び

教科用の備品や図書の購入などに要した

経費でございます。

　なお、繰越明許費は、各小学校の校舎

の劣化に伴う応急修理としての修繕料や、

鳥飼北小学校の外壁等改修工事に係る経

費などでございます。

　同ページ、目２、教育振興費は、卒業

記念品の購入費、理科教育等の備品購入

費、要保護及び準要保護児童に対する扶

助費などでございます。

　１８６ページ、目３、保健衛生費は、

学校医、学校歯科医、学校薬剤師の報酬、

各種健康診断等の報償金及び委託料、学

校管理下における児童の災害に対応する

ための日本スポーツ振興センター負担金、

要保護及び準要保護児童に対する医療費

扶助などに要した経費でございます。

　同ページから１８８ページの目４、学

校給食費は、給食調理員パート等の賃金、

給食に係る賄材料費、衛生管理の委託料、

並びに鳥飼西小学校及び鳥飼北小学校の

給食調理業務等委託料、摂津小学校の給

食調理室ドライ化に係る建設工事費や給

食調理用器具の費用、準要保護児童に対

する給食費扶助などに要した経費でござ

います。

　同ページ、目５、支援学級費は、各小

学校の支援学級の運営に要した物品や備

品の購入に要した経費でございます。

　同ページ、目６、建設事業費の主なも

のは、千里丘小学校体育館の耐震補強等

工事に要した経費でございます。

　同ページから１９０ページの項３、中

学校費、目１、学校管理費は、市立５中

学校の運営、施設設備の維持管理に要し

た経費でございます。その主なものとい

たしましては、小学校と同様に、教科用

や通常の学校管理に必要となる消耗品、

施設管理のための光熱水費や修繕料、施

設の維持に必要な法定点検等の委託料、

夜間における機械警備委託料や学校管理

委託料、地上デジタル放送移行により、

施設周辺民家への電波障害が解消したこ

とから、対策施設の撤去委託料、管理用

及び教科用の備品や図書の購入に要した

経費などでございます。

　なお、繰越明許費は、各中学校の校舎

の劣化に伴う応急修理としての修繕料に

係る経費でございます。

　１９０ページ、目２、教育振興費は、

卒業記念品の購入、理科教育等の備品購

入費、要保護及び準要保護生徒に対する

扶助費などに要した経費でございます。

　同ページから１９２ページの目３、保

健衛生費は、学校医、学校歯科医、学校

薬剤師の報酬、各種健康診断等の報償金

及び委託料、学校管理下の生徒の災害に

対応するための日本スポーツ振興センター

負担金などでございます。

　目４、支援学級費は、中学校の支援学

級の運営に要した物品や備品の経費でご

ざいます。

　目５、建設事業費は、耐震工事等に係

る設計費や診断手数料でございます。

　なお、繰越明許費は、第二中学校体育

館の耐震等工事に係る経費でございます。

　次に、同ページから１９６ページにわ

たります項４、幼稚園費、目１、幼稚園

管理費は、市立３幼稚園の施設設備維持

管理及び消耗品、備品等の購入などに要

した経費でございます。その主なものと

いたしまして、小中学校と同様、施設管

理のための光熱水費や修繕料、施設の維

持に必要な法定点検等の委託料、とりか

い幼稚園の公共下水道接続工事、並びに

保育用備品や図書の購入などに要した経

費でございます。
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　１９６ページ、目２、教育振興費は、

幼稚園教育の振興のための奨励費補助金

と、保護者負担の軽減を図るための保護

者補助金などに要した経費でございます。

　同ページ、目３、保健衛生費は、幼稚

園の園医、歯科医、薬剤師の報酬、園児

に対する各種健康診断等の報償金及び委

託料などでございます。

　次に、同ページからの項５、社会教育

費では、２００ページの目３、青少年対

策費としての主なものは、学童保育室運

営に係ります指導員の賃金や施設設備維

持管理及び消耗品、備品等の購入などに

要した経費、また摂津学童保育室新築工

事に係る経費などでございます。

　以上、教育総務部に関わります平成２

３年度決算の補足説明とさせていただき

ます。よろしくお願いいたします。

○大澤千恵子委員長　宮部生涯学習部長。

○宮部生涯学習部長　おはようございま

す。

　平成２３年度摂津市一般会計歳入歳出

決算のうち、生涯学習部が所管しており

ます事項につきまして、目を追って、主

なものについて補足説明をさせていただ

きます。

　まず、歳入でございますが、３２ペー

ジをお開きください。

　款１３、使用料及び手数料、項１、使

用料、目６、教育使用料は、青少年運動

広場、温水プール、体育館など、市立体

育施設や学校体育施設、公民館などの使

用料で、前年度に比べまして０．９％の

減となっております。

　次に、６２ページ、款１９、諸収入、

項４、雑入、目２、雑入は、水泳教室、

体育館など、各種教室の参加費や、摂津

音楽祭などの審査料等の収入で、前年度

に比べまして６．１％の増となっており

ます。

　続きまして、歳出でございますが、１

９６ページをお開きください。

　款９、教育費、項５、社会教育費、目

１、社会教育総務費は、社会教育委員報

酬など、社会教育の一般的事務に係る経

費でございます。

　次に、１９８ページの目２、文化振興

費は、せっつ生涯学習大学講師報償金や

市美術展、市民芸能文化祭、摂津音楽祭、

生涯学習フェスティバルなど、各種文化

振興事業に係る経費でございます。

　次に、２０２ページ、目４、公民教育

費は、生涯学習まちづくり推進市民会議

に係る報償金や、家庭教育学級の開催な

どに係る経費でございます。

　次に、同ページからの目５、公民館費

は、市立公民館５館の館長報酬をはじめ、

各公民館に配置しております社会教育指

導嘱託員の報酬や、各種講座、公民館ま

つりの開催など、市立６公民館の公民館

運営に係る経費でございます。このうち、

修繕料の主なものは、新鳥飼公民館の高

圧受電設備の更新や味生公民館の外壁塗

装改修に係るものでございます。

　次に、２０６ページ、目６、文化財保

護費は、文化財保護審議会の開催や、市

指定有形文化財第６集会所改修のための

調査委託料など、市内文化財の調査研究、

保存に係る経費でございます。

　次に、同ページの項６、図書館費、目

１、図書館総務費は、摂津市民図書館等

協議会の開催に係る経費でございます。

　次に、同ページからの目２、図書館管

理費は、市民図書館及び鳥飼図書センター

の指定管理委託料など、管理運営に係る

経費でございます。このうち、図書購入

費は、９，９５９冊の図書の購入に要し

た経費でございます。

　なお、繰越明許費は、市民図書館外壁

改修工事に係るものでございます。
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　次に、２０８ページからの項７、保健

体育費、目１、保健体育総務費は、スポー

ツ推進委員の活動や大阪府体育連合など、

各種社会体育団体に対する負担金や、平

成２４年３月に導入いたしました体育施

設予約システムなどに係る経費でござい

ます。

　次に、２１０ページ、目２、体育振興

費は、市長杯総合スポーツ大会など、市

主催スポーツ事業や、体育協会など、社

会体育団体が実施するスポーツ事業及び

地区市民体育祭実施に係る経費でござい

ます。

　次に、同ページからの目３、体育施設

費は、社会体育施設の指定管理委託料の

ほか、スポーツセンターの管理委託、味

生体育館用地の借り上げ料など、体育施

設の管理運営に係る経費でございます。

このうち、修繕料の主なものは、温水プー

ル屋根防水改修工事に係るものでござい

ます。

　以上、生涯学習部に関わります平成２

３年度決算の補足説明とさせていただき

ます。よろしくお願いします。

○大澤千恵子委員長　説明が終わり、質

疑に入ります。

　安藤委員。

○安藤薫委員　おはようございます。

　それでは、２３年度の決算の質問を順

次行っていきたいと思います。

　平成２３年度をちょっと振り返ってみ

ますと、市政全体では、第４次総合計画

がスタートし、第４次行革の２年目を迎

える年ということで、さまざまな扶助制

度であるとかの見直しなども図られてき

ました。

　同時に、教育分野では機構改革が行わ

れて、市長部局でありました保育所や子

育て支援の分野が教育委員会で所管をし

たりとか、いろいろな組織上の改編、そ

れから人の動き等もあったと思います。

給食の調理業務の民間委託も、鳥飼西小

学校が平成２０年に始まったのが、一回

りして契約の更新手続が行われたり、市

民図書館が直営から、指定管理者制度を

活用して民間企業に委託がされるという

ようなことがスタートした年でもあった

なというふうに思います。

　同時に施設面でいきますと、いろいろ

なことがありました。市民図書館のまぐ

さの崩落が５月にございました。数年前

に外壁の工事をやった数年足らずの間に

落ちたということから、施設の安全管理

という点で、もう一度再点検をやろうと

いうことになったきっかけの事故でもあっ

たと思います。幸いにも、けが人が出な

かったということでありますが、その後、

別府小学校であったり、第二中学校で子

どもたちが往来する、または学童の子ど

もたちがいる場所の上からコンクリート

が落ちるというような事件も発生したこ

とで、耐震補強とあわせまして、この施

設の老朽化に対する劣化対策や、それか

ら日常的な維持管理という点も非常に問

題提起され、新たな動きも、検討もなさ

れた年であったなというふうに思ってい

ます。

　以下、順次質問をしてまいりたいと思

います。

　一つ目は、機構改革についてです。

　先ほどもお話させてもらいましたよう

に、保健福祉部のこども育成課が、教育

総務部の子育て支援課、それから次世代

育成部のこども教育課へと移管したと。

生涯学習部の青少年課が、教育総務部の

子育て支援課と次世代育成部のこども教

育課に移管していると。教育研究所が再

編されて、教育センターになったり、図

書館の指定管理者ということになりまし

た。大きな改編でございましたが、ここ
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で改めて、この機構改革に伴う組織と人

の異動について、現段階でどのように総

括をしておられるのか、お伺いしておき

たいと思います。

　次に、総務課に関わって幾つか質問を

していきたいと思いますが、一つは教育

施設、公共施設の劣化対策の問題でござ

います。劣化対策については、今申し上

げましたように、市民図書館から始まり、

別府小や二中の外壁の崩落事故が続いた

と。その後、総点検を実施して、業者も

入っていただいて、第１次診断、第２次

診断をやる中で、改修の計画を立てられ

たと思います。緊急と判断したものは、

平成２４年９月までには完了予定だとい

うことだったと思いますが、現段階の到

達点をお聞かせください。

　それから、緊急、すぐにでもというこ

とではないけれども、Ｄ判定の判定の仕

方を見直しされたかと思うんですけれど

も、Ｄ判定の見直しをしたために、数か

所修繕するとＤ判定と判断された建物も

Ｂ判定になるものもあるよというご説明

もいただいてきました。それは、８棟あ

りますというお話でございましたが、そ

の点の８棟の状況はもう既に修繕が終わっ

ているのかどうか。現段階でＤ判定が４

８棟あったという報告でございましたが、

この８棟とあわせてどれだけ判定がどの

ように変わってきているのか、お聞かせ

いただきたいと思います。

　それから、耐震補強についてでござい

ますが、平成２３年度は千里丘小学校の

体育館と二中の体育館の実施設計が行わ

れて、先ほどもご説明いただきましたけ

れども、繰越明許で２４年度に耐震補強、

第二中学校の体育館の耐震補強工事の実

施が行われたと思いますが、摂津市の公

立小中学校、幼稚園、保育所の耐震化の

到達点についてお聞かせいただきたいと

思います。

　次に、学校給食についてお聞きしたい

と思います。

　鳥飼西小学校が３年の契約を終えて、

平成２３年度に更新の契約を結ばれまし

た。債務負担行為は、３年間で６，１５

０万円でございましたが、実際の契約は

２年間の契約を結ばれたということで、

この点についてご説明をいただきたいと

思います。

　同時に、今回更新された委託業者は、

従前の名阪給食がそのまま引き続いて契

約をしております。民間委託をする際に

は、給食の安全安心の問題、食育の問題

等、民間も直営も変わらないように、民

間の業者にいろいろと細かい指示を出し

て、そのとおりやってもらうということ

で、細かい仕様書も結ばれていると思い

ますが、業者の選定という点でも、お金

だけでなく、継続性の問題もあると思い

ますけれども、安全安心の業者を選ばな

ければいけないということで、プロポー

ザル方式の業者選定が行われていると思

います。名阪給食に続けて契約をした経

過、業者選定の経過、それから選定の方

法は最初に行ったプロポーザル方式と同

じような方法をとったのか、基準はどう

だったのか、契約内容はどうだったのか、

そしてこの間、３年間の評価と、引き続

き継続されて、２年間行っている名阪給

食の評価について、お聞かせいただきた

いと思います。

　あわせて契約に関して、鳥飼西小学校

と摂津市との契約書の中に、契約保証人

という項目がございまして、契約保証人

が阪神給食株式会社ということになって

ます。この契約保証人の位置づけ、それ

からどのような形でこの契約保証人が選

定されているのか、この点についてもお

聞かせいただきたいと思います。
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　給食の２点目として、アレルギー食の

対応についてお聞かせいただきたいと思

います。

　在籍している全ての児童生徒に実施す

るものが学校給食だと、学校給食法、学

校給食実施基準等でも書かれております。

同時に、アレルギー疾患を抱えている子

どもたちにとって、アレルゲンを含む食

物を口に入れることは命にも関わる問題

として、アレルギー対応食については、

これまでも摂津市教育委員会、また栄養

士の皆さん、調理員の皆さんが本当に心

を砕いて努力をしていただいていると思

いますが、改めてアレルギー食の現段階

での代替食、それから除去食の数、それ

からやっぱりアレルゲンが複数多岐にわ

たっていて、除去食や代替食で対応でき

ない場合のお弁当を持参しておられる方

はどのぐらいいらっしゃるのかについて

お聞かせください。

　次に、給食費の滞納のことについて、

お聞かせいただきたいと思います。

　学校給食会の総会の資料が一番最後に

資料として載っておりますが、滞納の現

状をお聞かせいただきたいと思います。

滞納額、それから何人の方が滞納をされ

ておられるのか、この間の滞納額や滞納

の人数の推移、そしてその対応をどのよ

うにしてらっしゃるのかについてお聞か

せいただきたいと思います。

　それから、給食費に関わってですが、

基本的に保護者負担は食材費を負担する

ということでございます。これは、単純

に事務的な質問なんですけれども、保護

者負担の給食費が決算書の６１ページで

見ますと、雑収入の中に学校給食費負担

金１億８，０３８万７，３３６円とあり

ます。一方で食材費として、賄材料費が

１億７，８０５万７，０１７円とありま

して、差額が２３３万３１９円という形

になっておりますが、この不一致の点を

少しご説明をしていただきたいと思いま

す。

　それから、この平成２３年については、

中学校給食の検討が学校給食会の中で行

われたということでございます。３回、

学校給食会の中で検討会が開かれて、教

育委員会への意見というもので届けられ

ていて、今の中学校給食の検討につながっ

てきているかと思いますが、学校給食会、

中学校の給食の検討会の検討の中身につ

いてお聞かせいただきたいと思います。

　給食については以上です。

　それから、就学援助金の制度について

お伺いしたいと思います。

　第４次行革の一環といたしまして、扶

助費の見直しがいわれています。その中

の大きな一つとして、就学援助金の見直

しが平成２３年度に検討されました。認

定所得基準を大幅に引き下げるというこ

とで、平成２４年、ことしの４月から既

に実施をされていますが、１度に引き下

げてしまうと影響力が大きいということ

で、２４年度、それから２５年度と、２

回に分けて認定基準を引き下げるという

ような形になりました。ここで、改めて

お伺いしたいと思いますけれども、就学

援助金の認定率、この間の推移を見ます

と、２２年度と２３年度と比べますと、

わずかでありますが下がっておりますが、

平成２３年度で３９．５１％と、依然高

い状況にあります。この２３年度の状況

についての認識についてお聞かせいただ

きたいと思います。

　それから、就学援助金の支給について

お聞きしたいと思います。

　基本的には、学校で保護者の費用負担

が発生するのは年度初めに集中すること

が多いのではないかというふうに思いま

す。新１年生にとってみると、入学準備
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金も就学援助金の項目になっていますか

ら、やはり入学前に就学援助金を支給し

てもらえると一番ありがたいわけですが、

事務上の手続でなかなかそうはいってい

ないと。現状、第１回目の就学援助金の

支給は、恐らく９月だったというふうに

思うんですけれども、他の自治体では、

できるだけ４月に近い段階に支払いをし

ていこうというような自治体も多くある

ということです。例えば、池田市や藤井

寺市では５月に支給しているということ

だそうです。夏休み前に支給している自

治体もたくさんありますけれども、摂津

市の就学援助金の支給日について、実際

に保護者が必要とされている時期にでき

るだけ近づけるような努力をすることが

できないのかどうか、聞かせていただき

たいと思います。

　それから、第４次行革の中で、就学援

助金の見直しとあわせて、奨学資金貸付

制度の見直しも行われました。これまで

の貸付金制度を廃止して、所得基準を大

幅に引き下げて、一月３，５００円の給

付型の奨学金制度に切り替えをされたと

ころでございます。この奨学資金貸付金

の制度について、平成２３年度は１３０

人の方が利用されているということであ

りますが、平成２４年度の予算では９５

人ということで、新１年生からこの制度

が活用できなくなっています。この点に

ついてのお考えをお聞かせいただきたい

と思います。

　同時に、就学援助金に戻りますが、就

学援助金制度で、この見直しについて、

私どもは府下でもトップクラスの子育て

支援の大事な施策で、他市にも誇れる制

度だということで、認定基準の維持を求

めてまいりましたが、給与所得者の低所

得化が進むのと同時に、学校での保護者

負担が大きく膨らんでいて、就学援助金

ではなかなか賄い切れないと。より所得

の低い人に手厚い扶助をということでご

説明がされてまいりました。２４年度の

ことではございますが、見直しによって

どのぐらいの方が影響を受けて、手厚い

扶助はどのようになっているのかについ

て、確認したいと思います。

　続いて、乳幼児医療についてお聞きし

たいと思います。

　この点、一般質問でも多くの議員が取

り上げている問題ですが、摂津市の場合

は、通院で就学前まで、入院で中学校卒

業まで、所得制限なしで実施されていて、

数年前までは大阪府内でもトップクラス

の制度でありましたが、この子どもの乳

幼児医療費助成制度というのは、国の制

度はないにも関わらず、いろいろな自治

体で毎年、毎年、改善や拡大が図られて

きて、今や通院でも中学校卒業までの市

が府内で１市２町あります。先般、箕面

市の市長のブログを見ていますと、来年

には中学校卒業まで、入通院ともに拡大

するんだということの意思表示がありま

して、箕面市のホームページを見ると、

その説明も既になされていました。１歳

拡大するのに、約１，０００万円ほどの

持ち出しがあるというような説明がこの

間されていましたが、計画的な拡大につ

いて、改めて見解をお伺いしたいと思い

ます。

　続いて、保育所の待機の問題について

伺いたいと思います。

　これも同僚の弘議員が質問をしており

ましたが、待機児童の増加が大きな問題

になっています。民間保育園の増改築な

どで、定員増をこの間ずっと図ってこら

れたわけですけれども、南千里丘開発に

よって、未就学児の増加が見込みよりも

大変上回っているということでございま

す。平成２３年度の当初と、それから年
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度末、また平成２４年度の当初、また直

近の待機児童数とその特徴、それから待

機児解消に向けた取り組みについて、改

めてお聞かせいただきたいと思います。

　あわせて、平成２３年の主要事業表の

中にも明記されておりましたが、簡易保

育所補助基準額の改定によって、南千里

丘開発に伴う需要増に対応できるように

基盤強化、保育環境の向上を図るとして、

５４９万６，０００円が当初の主要事業

の中に書いてあるんですけれども、その

点の中身についてどんなものなのか、お

聞かせいただきたいと思います。

　学童について伺います。

　次世代育成支援後期行動計画「せっつ

すこやか子育てプラン」の平成２３年度

の進捗状況報告に、定員弾力化による待

機児童の縮小に努めたというふうにあり

ますけれども、学童の年度当初の待機児

童数、年度当初に待機していた人たちが、

年度途中で毎回、毎回、欠員が出てきま

して、退所の子どもが出てきて、待機児

童が解消していくというふうになってい

るわけですけれども、待機児童が解消し

た時期、そして年度末の待機児の状況に

ついて教えてください。

　それから、学童については、摂津小の

学童保育室が新築されました。平成２４

年には、千里丘小と味舌小の新設のため

に実施設計が行われ、鳥飼小でも学童保

育室の改修がされるなど、施設の充実に

向けて進んできています。国のガイドラ

インで見ますと、集団規模は４０人程度

とすることが望ましいとされているわけ

ですが、補助単価も上がるというふうに

も聞いておりますけれども、本当に摂津

の学童集団規模、面積とあわせて、施設

の充実とあわせて、どのようにお考えに

なっているのか、現状もあわせてお聞か

せいただきたいと思います。

　同時に、ガイドラインで、開所日、そ

れから開所時間について、子どもの放課

後の時間帯、地域の実情、保護者の就業

状況を考慮して設定することというふう

にも書かれています。土曜開設は、現在、

第４土曜日だけになっているかと思いま

すけれども、全ての土曜日の開設、また

開設の時間についても保護者の就業実態、

今、５時半になったかと思いますけれど

も、通常仕事が５時まで行われれば、お

迎えに行くのに５時半というのはなかな

かタイトな時間帯ということで、他市の

状況を見てみますと、午後６時であった

り、午後７時ということで対応されてい

る市もあるように思われますが、この点、

ガイドラインの内容に照らして、開所日、

開所時間の拡大についてお聞かせをいた

だきたいと思います。

　通学路の安全対策について伺いたいと

思います。

　決算概要の１４０ページに、通学路の

危険箇所に交通専従員を配置するという

ことで、１，５１５万９，１３１円の執

行というふうになっておりますが、交通

専従員の配置の箇所、それから人数、ま

た専従員の役割について、改めてお聞き

したいと思います。

　続いて、次世代育成部のほうに少し質

問をしていきたいと思います。

　この間も大きな問題になっていました

教員の多忙化の問題と、講師不足のこと

でございます。新規採用の辞退者がふえ

たり、採用試験での競争率の低下によっ

て、質の低下などの危惧がこの間、大阪

の教育現場から報道されています。定数

内講師の比率、非正規の比率の増加、欠

員補充が困難な状態が続いているという

ふうに私も認識しているわけですが、平

成２３年度、年度当初から欠員が埋まら

ずに自習が続くという事例も発生してし
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まいました。子どもの学習権に関わって、

大変大事な問題です。もちろん、人をな

かなか見つけられない、苦労されておら

れることはわかりますが、学習権に関わ

る問題として、授業に穴をあけるという

ことは今後あってはいけないというふう

に思います。平成２３年度の欠員と補充

の状況について、平成２４年度とあわせ

て、この際お聞かせいただきたいと思い

ます。

　同時に、本来、正規採用の教職員で補

うべきものなのに、教職員の採用抑制策

によって、生じた不足分を講師で穴埋め

をするという、定数内講師について現段

階の人数、割合はどうなっているのか、

お聞かせをいただきたいと思います。

　あわせて、これだけ講師不足、現場で

の人の多忙化が言われている中で、学校

現場での職務は非常に多くなっていると

いうふうに聞いています。先生たちの日々

の格闘については、この間もいろいろな

分野で聞かせていただいているわけなん

ですけれども、２００７年に文科省が教

職員の勤務実態調査を行いました。これ

も、かつて質問させていただいて、おお

むねその調査と変わらないぐらい、摂津

の教職員の皆さんが頑張っているとお話

されました。仕事を持ち帰らなくてもい

いように、パソコンを１人１台配置をす

るということなど、いろいろな工夫もさ

れるということでございましたが、現段

階の摂津の教職員の皆さんの多忙化の問

題について、現状を改善されているのか

どうか、現状をお聞かせください。

　続いて、いじめの問題について、お聞

かせいただきたいと思います。

　これは、昨年の大津の中学２年生の男

子生徒のいじめ自殺事件で、大きな社会

問題になっていて、その後も子どものい

じめの問題であったり、自殺の報道は、

たびたび繰り返されて報道されています。

いじめというのは、本当に人の尊厳に関

わって、人の命をも奪ってしまいかねな

い、絶対に許されない人権侵害だという

認識は共通認識だというふうに思います

が、摂津市の現状のいじめについて、ど

のように認識しておられるのか。先の文

教常任委員協議会では、いじめの認知件

数、平成２３年度についての報告がござ

いました。数値で、折れ線グラフもござ

いましたが、数値目標を掲げるというこ

とについては、実態からかけ離れてしま

うというようなことにもつながりかねな

いというふうに思いますけれども、いじ

めに対しての考え方を改めてお聞かせを

いただきたい。

　同時に、摂津市でいじめが発生したと

きに、どのような対応をしておられるの

か。平成２３年は、小学校で５件、中学

校で６件と、認知件数ではありますが、

その対応はどのような体制で行われてい

るのか、お聞かせいただきたいと思いま

す。

　学力定着度調査、学力テストについて

もお聞かせいただきたいと思います。

　学力定着度調査６６万７，３５７円で

すか、これは小学校２年生対象のシュア

スタート確認調査だと思いますけれども、

その委託先とその内容、それから平成２

３年度の目的と効果についてお聞かせく

ださい。

　あわせて、関連しまして、全国学力テ

ストは、２３年度も抽出校のみのテスト

となりまして、そのかわり大阪府の学力

テストが悉皆、全ての学校で摂津市では、

６月１２日に行われたと認識をしている

ところであります。全国学力テストの抽

出校になりますと、二つの試験があった

ということになるわけですが、全国調査

の抽出校は一体どこが調査になっていた
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のか、重なっていたのはどこだったのか

お聞かせいただきたい。

　それから、この学力テストについても、

たびたび質問をさせていただいています

が、その目的と効果、試験をやってから

返ってくるまでに非常に時間がかかると、

テストをやった本人にとって、その学力

テストの結果がどのように自分に生かさ

れていくのかということが、なかなかわ

かりにくいというふうに思うわけですけ

れども、改めて、この大阪府の学力テス

トの採点の時期、答案返却の時期、そし

て分析、説明会の経過はどうだったのか、

またテストに参加した子どもたち、児童

生徒にとって、このテストで何が得られ

るのか、お聞かせいただきたいと思いま

す。

　また、今回の調査は、学習状況調査も

兼ねて行われておられますけれども、今

回の調査で今までの学力調査とは違った

新たに明らかになった傾向、また対策に

ついてお聞かせいただきたいと思います。

　続いて、べふこども園についてでござ

いますが、初めて幼稚園と保育園、異な

る機能を持っている施設を一つにすると、

幼保一元化の施設がこの４月に誕生いた

しました。全く違う性格を持っているも

のを一つにしていこうということですか

ら、並々ならぬ意欲と、そして準備が必

要だったかと思いますが、いざ平成２３

年度末を迎え、いよいよ開設が近づいて

くるに従って、具体的にいろいろな問題

点が生じてきたと思います。この間のこ

ども園開設に向けた準備はどうだったの

か、お聞かせをいただきたいと思います。

　それから、これはこども園の開設にも

関わりますが、幼稚園での預かり保育も

拡大されました。せっつ幼稚園では既に

週４日やられてたと思います。とりかい

幼稚園でも週４日に拡大され、べふこど

も園の開設によってべふこども園でも週

４日の預かり保育が実施されたというふ

うに認識していますが、この預かり保育

の現状についてどうなっているのか聞か

せていただきたいと思います。

　それから、児童センターについて聞き

たいと思います。これも私が一般質問で

お聞きをしたものでございます。これは

決算概要８８ページに平成２３年度から

ですか、それまで社会福祉事業団への委

託事業でひとまとめにされて概要に載っ

ていたかと思うんですけども、運営事業

委託料が２，６４０万３，３１０円執行

されております。この児童センターにつ

いては、第１児童センターが建設されて、

その後第２児童センターの建設にはなか

なか至っていないのが現状であります。

これまでの答弁で、それからすこやかプ

ランの進捗状況報告書で見ますところ、

児童センターを利用しにくい地域に対し

て、この機能を活用できるようにという

ことで、児童センターの職員が出向いて

活動を行ったり、ニュースポーツ等活動

備品を貸し出しする移動児童館事業に取

り組んだというふうに書かれていますが、

この児童センターの第２児童センターが

建設されるまでの間でも、児童センター

の機能を市内の子どもたちや子育て世代

の人たちに活用してもらおうということ

で工夫してらっしゃると思いますけども、

その辺の具体的な内容についてお聞かせ

をいただきたいと思います。

　あと２点聞きます。

　図書館の指定管理についてです。平成

２３年度から指定管理者制度がスタート

いたしました。改めて指定管理者を導入

するという目的ですね、このために指定

管理者をやるんだと、それからメリット

はこんなことがあるんだと、指定管理者

を導入する際の議論、かなりさせていた
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だきましたが、指定管理者制度を導入し

て、図書館等協議会であったり、教育委

員会内部のモニタリングなど行われてい

ると思いますけども、指定管理者として

の当初の目的が達成できているのか、当

初言うてたメリットが享受できているの

かについてお聞かせをいただきたいと思

います。

　同じように、評価が行われていますね、

利用者のアンケートも行われて、図書館

等協議会や教育委員会のモニタリングや

評価がなされて、Ｃランクというような

ランクがホームページ上でも公開されて

いましたけども、その評価の結果につい

てどうなのか、それをどのように生かそ

うとしているのかお聞かせをください。

　最後に、スポーツ施設に関わってです

ね、決算概要１７０ページで体育施設維

持管理事業がございます、その中の修繕

料で２，４８０万５，５９０円がありま

す。これは平成２２年度の決算よりも約

１，０００万円ほど増加しておりますが、

その増加の中身についてお聞かせいただ

きたいと思います。

　同時に、私、市民の方からも言われて

見にいったんですけども、テニスコート

のことなんですね。テニスをやられる方

は非常に人口も多うございまして、その

施設を利用するためには、２か月に１回、

奇数月でございましたか、予約をすると

いうようなことになっているわけですが、

くすの木テニスコートは、柳田テニスコー

トより１面多くて全天候型のコートになっ

ているんですけども、利用件数と人数が

柳田と非常に差があるんですね。市民の

方から聞きますと、交通の便が悪いのも

あるんだけども、全天候型のテニスコー

トの面が継ぎはぎになっていると、塗装

が剥げている、雨がちょっと降るだけで

もすべりやすいと。テニスのコートです

べりやすいっていうのはこれは致命的な

ことだと思うんですけども、そういった

こともあるんじゃないかなというような

ご指摘をいただいておりますが、この修

繕料の使い方、それから体育施設の維持、

安全管理についてどのようにされている

のか、お聞かせをいただきたいと思いま

す。

　１回目、多岐にわたりましたが終わり

ます。

○大澤千恵子委員長　岩見課長。

○岩見総務課長　それでは、教育総務課

に係りますご質問にお答えさせていただ

きます。

　まず、劣化の対策ということで、緊急

に一次診断を実施させていただきました。

その後、二次診断を実施していくという

ことで当初説明をさせていただいており

ましたが、緊急を要する、また期間もな

く費用もかかってまいりますので、二次

診断を取りやめ、直ちに危険と思われる

箇所から修理を進めてまいったところで

ございます。

　それで、Ｄ判定ということで数か所修

理すれば判定が変わるというところにつ

きましては、直ちに剥落の危険があるよ

うなところは建築課、また設計事務所と

回りまして、その部分をハンマーでたた

き落としたり、緊急の対応をさせていた

だいております。

　それで、修理につきまして、平成２３

年度で予備費も使わせていただいて修理

をさせていただいたところですけれども、

一応６校、７棟を平成２３年度３月末ま

でにさせていただいております。その後、

平成２４年度に入りまして、９校、１４

棟、今現在終了をしておるところでござ

います。

　それで、対象棟数が全てで６６棟、そ

のうちＡ判定が１１棟ございました。Ｂ、
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Ｃ、Ｄということで、Ｄの判定が４８棟、

そのうち修理は今させていただいた分で

ございますけれども、ＤからＡに変わっ

たものが３棟、ＤからＢに変わったもの

が２４棟、ＤからＣに変わったものが２

棟など、合計３０棟でございます。

　続いて、耐震の状況でございます。耐

震につきましては、毎年文部科学省が４

月１日現在で調査をされまして、全国の

市町村単位で学校の耐震化率を公表させ

ていただいております。平成２４年４月

１日現在の小中学校あわせた耐震化率６

６．２％でございました。それで、こと

しの夏に第二中学校の体育館を工事させ

ていただきましたところ、現在は６７．

７％でございます。なお、大阪府下の平

均耐震化率７９．３％ということで、ま

だまだ開きがございます。全国の平均が

８４．８％ということになっております。

今後、平成２７年度末までには文科省が

申しております平成２７年度までには耐

震化率１００％を目指して順次進めてま

いりたいと考えておりますのでよろしく

お願いします。

　続きまして、給食委託の件でございま

す。鳥飼西小学校が平成２０年からしま

して平成２３年度に新たに契約をさせて

いただいております。

　その業者の選定の方法でございますけ

ども、一定プロポーザルということで各

社から再度、提案をしていただき、全て

で１７社にご依頼を申し上げましたが、

そのうち書類として提出していただいた

のは１２社ございました。

　その中で、一定の考えといたしまして、

今までの過去３年間の実績等も踏まえま

して、今までの業務、名阪給食は事故も

なく、検証もしたところ、おおむね良好

であるということも確認されております。

したがいまして、この提案をしていただ

いたときにその名阪給食を上回る提案が

一定のクリアの条件かなということで考

えまして、結果、名阪給食が配置人数等々

が一番よい提案をしていただいたところ

から、引き続き名阪給食に契約を締結し

たところでございます。

　続いて、契約の保証会社が阪神給食と

いうことでなってございます。通常の工

事等でございますと、契約締結をして契

約保証金なり、また履行保証の保険等々

に入っていただきますが、こういった業

務につきましては特殊性がございます。

学校給食という性質上、業務をとめるこ

とができませんので、その契約保証金の

かわりに保証人を立てており、契約が不

履行にならないようにしておるところで

ございます。

　なお、この阪神給食の保証人につきま

しては、一応一定名阪給食と合意の上、

我々も同等の業務が、万が一事故があっ

た場合、同等の業務が直ちに行えるとい

うことを判断させていただいて、財政課

とも協議しながら、阪神給食という業者

を保証人として選定していただいている

ところでございます。

　続きまして、アレルギー食の対応でご

ざいます。アレルギーの対応ということ

で、平成２３年度につきましては、小学

校の給食で対象となっております児童が

４２名ございました。今年度、平成２４

年度につきましては、３５名と若干減っ

ておる状況でございます。

　それで、アレルギー食につきましては、

基本除去食として対応を各校でしていた

だいております。できるだけ献立の内容

を栄養士が検討して、全て除去してしまっ

て給食に成り立たないという状況になら

ないように、大食器に入れるおかず、小

食器に入れるおかずということで、どち

らか一つでも残るように献立を考えてお

－16－



るところでございます。

　したがいまして、どうしてもできなく

てお弁当を持ってきていただくという方

につきましては、今現在ほぼございませ

ん。ただ、１件、アレルギーとは別では

ございますけれども、東北の震災の関係

でこちらに避難されておられる方が希望

を持たれまして、お弁当がいいというご

希望の申し出がございましたので、その

方につきましてはお弁当を毎日ご自宅か

らご持参していただいているという状況

がございます。

　続きまして、滞納の状況でございます。

給食の滞納につきましては、平成２３年

度分の未納額につきましては６２万６，

０００円でございました。徴収率が９９．

７％ということで、この徴収率につきま

しては、ここ数年同じような推移をたどっ

ているところでございます。

　平成２３年度の未納者数、総児童数が

４，７４３人のうち２９名でございまし

た。世帯数では１９世帯となってござい

ます。未納者の割合といたしましては、

０．６１％でございます。滞納された給

食費の徴収につきましては、各学校にお

きまして児童に十分配慮をして、学級の

担任、また事務職員、校長先生、教頭が

連携をして文書や電話、また懇談会等の

機会あるごとに督促を行い、また家庭訪

問時におきましても督促を行わせていた

だいておるところでございます。

　続きまして、給食費の食材費と負担、

給食料の金額ということでございます。

学校給食費の負担金として歳入として入っ

ておりますのが委員ご説明のとおり、１

億８，０３８万７，３３６円、賄材料費

として支出いたしましたのが１億７，８

０５万７，０１７円ということで、その

差額２３３万３１９円という差額がござ

います。この分につきましては、当初予

算では賄材料費と給食費負担金が均衡す

るような予算をしております。

　当初の予算どりでは年間予定給食回数

を１８６日として計算をしておるところ

でございますが、学校行事等運動会、遠

足等お弁当を持参する日が各学校によっ

て若干変わってまいります。事務報告に

もございますが、学校給食の回数につき

ましては、平均いたしますと１８２食と

いう結果となっております。これを賄材

料費で割りますと、１０校の賄材料費が

１日当たり約１００万円を超えるぐらい

の賄材料費がかかっておりますので、賄

材料費との差２３０万円というのはほぼ

２日分に相当するのかなというふうに判

断しております。ですのでこの賄材料費

を比べてみれば黒字のように見えますが、

実際には栄養士が献立を考えるときに、

物資選定のときにいろいろと検討いたし

まして、できるだけ安く、よいものを選

定をしてやりくりをしておるところでご

ざいますので、給食の負担金をいただい

ている分と賄材料費とはほぼ均衡してい

るのかなという状況です。

　ただ、給食費につきましては、ここ十

数年、値上げのほうができておりません。

大阪府内でも一番低い給食費となってお

ります。今後、また物価の上昇や消費税

等々の増税が言われておりますことから、

給食費の負担金につきましても一定検討

すべき時期も近づいておるのかなという

ふうに担当としては考えております。

　続きまして、中学校給食につきまして

の検討会ということで、昨年３回行いま

した。その内容ということでございます

が、まず平成２３年９月に第１回目を行

いまして、そのときに、前提条件として、

府が提案してきました中学校給食の要綱、

それとスケジュール等々の検討、説明を

しております。そこで、イニシャルコス
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ト、ランニングコスト、また各中学校の

現状、校長先生のほうからアンケートを

いただいて、弁当持参率がどのぐらいな

のか、それ以外の子がどのぐらいなのか

というようなアンケートもとらせていた

だいてますので、そういった内容での説

明をさせていただいたところです。

　第２回目を翌月の１０月に行い、中学

校給食の方式、それぞれの方式、自校方

式、センター方式、親子方式、デリバリー

方式ということでのそれぞれのメリット、

デメリットということで、一定のものを

提示させていただいております。それと、

そのときに検討させていただいたのは、

基本的な市の考え方の案、また市として

ベターな方法ということで説明をさせて

いただいて、一定センター方式、デリバ

リー方式ということの検討も説明をさせ

ていただいて、メリット、デメリットに

つきましては、センター方式ではやはり

高いコストがかかってくる、デリバリー

では低く抑えられる、あと立地の条件や

工事の問題、また法的な問題等ですね、

いろいろご意見を頂戴させていただいて

おります。

　第３回を平成２３年１１月に行いまし

て、そのときもいろいろご意見を頂戴い

たしました。保護者としてお弁当のよさ

もあるというご意見もございました。自

校方式、センター方式、それにもかなり

の財源がかかるということで、財源はど

うなるのか、府から２分の１のイニシャ

ルコストが出ても、市のほうはあと半分

出さなければならないということで、子

どもに将来の負担がかかるんではないか

といったような、その時点での意見もご

ざいました。

　また、栄養士等につきましては、中学

生の栄養を考えるとやはり学校給食が必

要であるということ、その体力に合った

だけの栄養価が必要であるというような

ご意見もいただきました。この会の中で

は、意見集約は最終的にはせずに、出て

きた意見を報告書にまとめて、一定の意

見があった考えを教育委員会に返すとい

うことになりました。その結果、平成２

３年１１月に学校給食会のほうから教育

委員会に対して、報告という形で中学校

給食に係る意見書を頂戴いたしておると

ころでございます。

　いろいろと賛否両論ある中で、保護者

のつくるお弁当との併用についての可能

性も十分議論して、お弁当のつくること

の意味合いや効果等も踏まえた中で決定

をされたいという一言もございました。

○大澤千恵子委員長　木下課長。

○木下子育て支援課長　子育て支援課に

係るご質問についてご答弁申し上げます。

　まず、１点目、就学援助についてでご

ざいます。就学援助の見直しを行ったけ

れども、平成２３年度の認定率その他に

ついての認識はどうかというお問いでご

ざいます。

　いずれも年度末の数字ですが、平成２

１年度の認定率が３７．２３％、それか

ら平成２２年度が３９．９３％、平成２

３年度が３９．５１％となっておりまし

て、毎年４０％弱という高い水準で推移

しているところでございます。

　平成２２年度から平成２３年度は若干

数字的には下がっておりますけども、高

い水準で推移していることと認識してお

ります。

　それから、影響人数についてというこ

とでのお問いでございますけれども、昨

年度と今年度と比較しますと、５月１日

付の認定者数ですけれども、平成２３年

度が２，６４３人、それから平成２４年

度が２，４２８人となっております。差

し引きしますと２１５人減少していると
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いうことになります。ただ、児童数全体

としても１１５人減少しておりますので、

その２１５人全てが基準額の影響かとい

うのはちょっと言い切れないところがご

ざいます。

　今年度から増額した部分についてどう

なっているかというお問いでございます

けれども、１学期の支払い分ということ

で比較しますと、ＰＴＡ会費、生徒会費

を新設させていただきましたけれども、

個人それぞれの単価としましては、小学

校につきましてはＰＴＡ会費が１，６４

０円、中学校が２，０３０円、中学校の

生徒会費が２，６５０円となっておりま

す。全体としての金額は、小学校、中学

校あわせて５６５万１，５４０円が今回

新たに予算措置した項目のものでござい

ます。

　今後、また転入等で追加になるかと思

いますので、もう少しふえていくかとは

思います。

　同じく行革の見直しの項目に上がって

いた奨学資金について、どういう認識か

というお問いでございますけれども、こ

れまでご答弁してきておりますように、

大阪府においては高校無償化ということ

で、６１０万円未満のご家庭につきまし

ては保護者負担が実質無償になっている

という現状がございます。その中でこの

奨学資金につきましては、一定その役割

を終えたものと、市としては認識し、廃

止をしたものでございます。

　次に、乳幼児医療制度の費用の助成に

ついてでございます。第３回定例会の一

般質問でもご答弁申し上げておりました

けれども、本市におきましては、現在大

阪府の制度に上乗せする形で入院、通院

とも年齢拡大をして実施してきておりま

す。大阪府におきまして、平成２５年度

に向けて医療費助成の見直しを行うとい

うことで検討を進めておられましたけれ

ども、最終的には大阪府においても抜本

的な見直しは一旦見送るということとなっ

ております。担当課といたしましては、

財政的な負担が余りにも大きいこの年齢

拡大について、今の状況で実施するのは

非常に困難であると考えております。

　昨年の予算の委員会や一般質問でもお

答えしておりますように、年齢拡大で必

要な経費というのが１歳で１，０００万

円程度と考えられるため、それからもし

例えば小学校終了まで拡大ということに

なると数千万円という規模になってまい

ります。府での制度拡充などの動きなど

を見定めた上でどのような制度設計が可

能なのか、内部でまたこの段階で議論し

ていくことになるかと思っております。

　次に、保育所の待機児童の問題でござ

います。平成２３年度の待機児童の状況、

それから平成２４年度の状況ということ

でございましたが、安威川以北というこ

とでの数字ですが、平成２３年度の待機

児童、新定義では年度当初ではゼロ、そ

れから平成２３年度の３月１日現在では

７１人。平成２４年度の４月１日現在で

１０人、それから平成２４年度の１０月

１日で正確に今算定できておりませんけ

れども、約４０人となっております。

　それから、保育所の５４９万６，００

０円という金額が一体何なのかというこ

とでのお問いでございますけれども、こ

ちらにつきましては、南千里丘の開発が

進んでいる中で、保育需要が拡大すると

いうことを見越しまして、簡易保育所に

対する補助金を拡充したものでございま

す。

　一定認可保育所の受け皿として補完し

ていただいているということから、単価

を従来の単価から拡充をいたしまして、

さらに安定的に運営をしていただいて、
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より質の高い保育をしていただくという

目的のために増額をさせていただいたも

のでございます。

　次に、学童保育についてのご質問につ

いてでございますけれども、待機児童が

いつ解消したのかということでございま

した。平成２３年度につきましては、５

月１日現在では、待機されている方が２

４人いらっしゃいました。解消したのは

平成２４年の２月１日の時点での集計と

なっていました。３月１日時点では引き

続きゼロということになっています。

　それと、あと集団の規模ということで、

どの程度が適正なのかということでのお

問いでございますけれども、ガイドライ

ンではおおむね４０人程度まで、最大７

０人までと書かれております。本市とい

たしましては、一つのクラブの運営とし

ては７０人までということで考えており

まして、それを超える場合についてはク

ラブを分割してクラスを分けて運営する

という形をとっております。また、必要

に応じて安全上必要ということであれば、

加配の指導員を配置するというような配

慮をしております。

　次に、土曜日保育、延長保育について

の考え方ということでのご質問でござい

ますけれども、この土曜日保育、延長保

育を実施するということになった場合に

つきましては、一定人的な配置というの

が必要になってまいります。要望がある

というのは私どものほうとしても認識し

ております。毎年懇談をさせてもらって

おります保護者の会であります摂津市学

童保育連絡協議会のご意見の中にも要望

として上がっております。ただ、延長保

育、それから土曜日保育を拡充した場合

につきまして、先ほど申しましたように、

人件費の増加というのが発生します。し

かも後年度までずっと負担が影響するこ

とになってまいります。本市の財政状況

を考えた場合に安易に実施に踏み切れる

ものでないのもまた現実でございます。

昨今の経済情勢から長時間の保育を望む

保護者の方が増えているというのは理解

しておりますけれども、一定そのあたり

財政的な負担の問題等も踏まえて慎重な

対応が必要であると考えております。

　交通専従員についてでございますけれ

ども、本市におきましては、小中学校区

通学事業ということで交通専従員を配置

しております。現在１８か所、２６人を

配置しております。学校が指定する通学

路のうち信号機がない危険な箇所に配置

することによって、児童の登下校時の交

通安全の確保を図るとともに、児童の交

通道徳、マナーの向上を図ることを目的

としております。

　就学援助について、できるだけ４月に

近い時期での給付ができないのかという

お問いでございます。

　ご指摘のとおり、本市では第１回目の

支払いとして９月に支払いをさせてもらっ

ております。他市の状況を見る中で、そ

れよりも早い時期というのがあるという

のは認識しておるんですけれども、税の

決定を待ってその判定をしている関係で、

どうしても時期的におくれてしまうとい

う部分がございます。見込みで決定をし

てという方法もございますけれども、も

しもそれで後で非認定ということで決定

した場合については後で返還をしていた

だくということになってまいりますので、

保護者の負担等を考えた中で、現在のと

ころは税の決定を待っての認定とさせて

もらっています。

　ただ、委員ご指摘のとおり、９月では

遅いのではないかという意見があること

は、教育委員会としても理解しておりま

すので、前倒しできないかというのは今
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後また内部事務を改める中で、できるも

のであれば検討していきたいと思ってお

ります。

○大澤千恵子委員長　野本課長代理。

○野本教育政策課長代理　教員の多忙化

に関わります数点についてお答え申し上

げます。

　まず、大阪府の教員の採用状況でござ

いますが、平成２２年度は小中学校全て

あわせまして１，４７３名、平成２３年

度が１，５９２名、平成２４年度が１，

５５５名と１，５００名前後を推移する

中、欠員状況の解消も含めた政策の中、

今年度行われました平成２５年度向けの

採用につきましては、前年比プラス１５

１名の１，７０６名でございました。し

かし、倍率につきましては、全体で４．

０倍という史上２番目の低さとなり、正

規教員の質の低下が懸念されるところで

ございます。

　教員を目指す人が総体的に減少してき

ていると言えるのかもしれませんが、そ

んな中、講師におきましても同様に人が

いないという状況が府下全体で続いてお

ります。

　１０月末時点におきまして、大阪市、

堺市を除く大阪府におきましては６５名

の欠員が生じております。本市におきま

しては、平成２３年度小中学校常勤、非

常勤合計９０名の講師を配置しました中、

２週間以上配置ができなかったというも

のが合計１３名という状況でございまし

た。

　今年度は定数内講師３５名を含む常勤

講師６６名、非常勤講師１４名の合計８

０名の講師が必要となる状況の中、２週

間以上配置できなかった常勤講師が２名、

非常勤講師が１名という状況でした。常

勤講師は２名とも年度途中からの病気代

替講師で、非常勤講師については首席の

時間軽減、数学の講師でございまして、

残念ながら年度当初より配置ができてお

りません。

　また、定数内講師の割合ですが、平成

２３年度は小中学校合計で１２．１％、

平成２４年度が１０．４％でございます。

また、委員がおっしゃるように、講師が

配置できていなくとも子どもたちの学習

権の保障を行わなければなりません。授

業に穴をあけるという状況は当然発生さ

せてはいけません。非常勤講師の場合は、

ほとんどが軽減のための講師でございま

すので、配置ができなくとも軽減ができ

なくなるわけですが、本務者が授業を行

うように学校に対して指導をしておりま

す。

　また、常勤講師の場合は、軽減ではご

ざいませんので、未配置の場合、学校に

負担をかけてしまうことにはなるのです

が、他の教員の授業時数をふやすなどし

て対応するよう指導しているところでご

ざいます。

　このような状況の中、新規採用教員、

経験の浅い教員、それから講師につきま

しても、指導力の向上等が今まで以上に

求められるところです。本市では指導主

事の派遣、学校教育相談員等の派遣、ま

た校内での初任者等の指導体制の充実を

図り、育成に努めているところでござい

ます。

　また、本市の教職員につきましては、

非常に熱心な者が多いといいますか、夜

遅くまで生徒指導ですとか、家庭訪問、

次の日の学習の準備等に追われて勤務を

行っている者がおります。管理者である

校長が教員一人１台貸与しているパソコ

ン等で作成した実績簿ですとか、日々の

勤務状況の観察から、教職員の健康管理

に努めているところではあります。市教

委としましては、年二、三回行います校
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長ヒアリング等において、教職員の勤務

状況の把握に努めておりますが、勤務時

間外の勤務が毎月１００時間を超える、

そして健康面で配慮をしなければならな

いような者、そういった者はおらないと

報告を受けております。ただ、引き続き

管理者であります校長に対して教職員の

健康管理に十分配慮するよう指導を続け

てまいります。

○大澤千恵子委員長　若狭課長。

○若狭教育政策課長　いじめ及び学力調

査に関するご質問に対してお答え申し上

げます。

　まず、いじめでございますが、いじめ

事案を指導するに当たり、加害者からは

遊びの延長であった、そんなつもりはな

かった、そういった聞き取り、あるいは

発言があったりします。しかし、いじめ

られた側の立場、数において、あるいは

力関係において、どうしようもできない、

そうしたその被害者側のこれはいじめで

ある、困っているという立場に寄り添え

ば、いじめはどんないじめであっても、

軽微ないじめであっても重篤ないじめで

あっても絶対に許されないものであると

考えております。特に、人格を否定する

ようなもの、差別性を含んだもの、こう

したものもいじめの中には発生する可能

性がございますから、どんないじめであっ

ても絶対許されない、この立場は基本的

な立場であると考えております。ただ、

小中学校とも集団で生活する場面でござ

いますので、いじめはどこにでも、どん

な学校でも、誰にでも常に起こり得る可

能性があると認識しております。

　先の協議会で平成２３年度のいじめの

発生、認知件数ですね、これの千人率に

ついてご説明いたしました。１，０００

人当たりのいじめの認知件数、本市の状

況は全国あるいは大阪府の１，０００人

当たりと比べましても低いものでござい

ました。ですが、安藤委員もご指摘ござ

いましたが、少なければいいと、そうし

た目標を設定し、それがクリアしたから

いいのではなく、潜在化していないかど

うか、大人たちに訴え切れていない子ど

もがいないかどうか、そうしたものこそ

が大事であると捉えております。ですの

で、いじめについては、未然に防止する、

早期に対応する、再発を防止する、この

三つの視点で取り組んでまいっておりま

す。

　そうしたところから、普段からの小中

学校での集団づくり、いじめを許さない

集団づくり、それから教職員研修等でい

じめに気づくアンテナを高くした先生方

の目配り、子どもたちからはアンケート

調査等で、あるいは校内のポストですね、

こうしたものを設置し、未然に防止、あ

るいは早期に対応できるよう心がけてお

ります。

　なお、発生したときの対応でございま

すが、小中学校１５校とも各校にいじめ・

不登校対策委員会は既に設置しておりま

す。重篤なもの、あるいは複雑なものに

ついては、この委員会をすぐに開催いた

しまして、その指導方法等も確認いたし

ますが、日々の生活の中からつかんでき

たもの、訴えが上がったものについては

すぐに動く必要もございますので、この

いじめ・不登校対策委員会に属しており

ます生徒指導担当、あるいは担任、学年

教員等が中心になりまして、まずは事実

関係の整理、それから加害者への指導、

被害者へのケア、時には状況に応じては

全体化してその事案を教材化、教訓化す

ることで全体の指導も行っております。

あわせて保護者への連絡、その後の子ど

もたちの見守り、これを各校とも行って

おります。
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　いじめ事案については、教育政策課担

当指導主事に毎月集約、連絡が入りまし

て、それを教育委員会の定例会でも報告

しているところでございます。

　次に、学力調査でございます。平成２

３年度から実施しております摂津市シュ

アスタート確認調査、小学校２年生対象

の国語、算数の学力調査と学習状況調査

でございますが、これは東京書籍に委託

して行っております。それまで特に６年

生、中学３年生といったその学校での最

終学年での学力の定着状況について、調

査を行ってまいりましたが、義務教育ス

タート時点、１年修了時点での学力定着

の状況、こういった全市的な調査は行っ

ておりませんでした。平成２３年実施い

たしまして、今年度平成２４年度も実施

いたしましたが、小学校１年生の定着状

況、書く能力に課題が既にあらわれてお

ります。６年生、中学３年生でも問われ

ております活用力、そうしたものの基本

的な活用力と申しましょうか、そうした

ものも小学校１年生修了時点で課題があ

らわれていると。こうしたところから、

全校的な学力調査の結果に対する課題の

共有がさらに進んでいると捉えておりま

す。

　次、全国学力・学習状況調査でござい

ますが、平成２３年度は震災の関係で中

止になっております。今年度抽出により

実施されました。全国でおおむね３割の

抽出状況で実施されましたが、この抽出

校については公表しないということになっ

ておりますので、学校名については控え

させていただきます。

　最後に、府の学力調査でございます。

今年度の状況でございますが、６月１２

日に実施いたしました。８月１６日に各

校へデータ及び個票が発送されておりま

す。本市における調査結果の概要につい

ては、９月２０日に公表いたし、１０月

１日、府教委から市町村別概況の報道機

関への公表が行われました。

　なお、今年度の本市の調査結果の概要

の説明会でございますが、１２月８日、

土曜日午後、それから１２月１２日夜、

それぞれ土曜日はコミュニティプラザ、

１２日の夜は鳥飼北小学校を予定してお

ります。また詳細、ご案内が完成いたし

ましたらよろしくお願いします。

　平成２４年度の状況でございますが、

学力調査の状況におきましては、長文を

しっかり読む、複数の資料から必要な情

報を抜き取る、みずからの解き方、答え

の導き方を説明するといった昨年と同じ

ような課題がやはりあらわれておりまし

た。言いかえれば思考力、判断力、表現

力、こうした力がまだついていないとい

うところがあらわれておりました。

　学習状況調査、生活調査のほうでは、

ここ数年全国調査の結果も含めまして経

年比較を見ますと、挨拶の状況が引き続

きよくなってきている、読書が好きであ

るといったところも非常によくなってき

ていると、それから携帯電話の所有率、

所持率、これが高くなってきていると、

それ以外はおおむね同じような傾向でご

ざいました。

○大澤千恵子委員長　小林課長。

○小林こども教育課長　こども教育課に

関わります４点につきましてご答弁申し

上げます。

　まず、１点目、幼稚園、保育所の耐震

の状況でございますけれども、幼稚園に

つきましては、せっつ幼稚園は平成２２

年度に耐震工事が済んでおります。とり

かい幼稚園につきましては、ＩＳ値１．

６９という診断結果でございましたので

耐震工事は不要でございます。

　次に、保育所の耐震化でございますけ
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れども、正雀保育所は昭和４６年建築、

鳥飼保育所は昭和４９年建築の建物となっ

ております。平成１８年に実施いたしま

した耐震一次診断では、正雀保育所につ

いてはＩＳ値０．５１、鳥飼保育所はＩ

Ｓ値０．５２となっております。

　この保育所の耐震化計画については、

市全体の耐震化の計画にも関係がござい

ます。ただ、多くの子どもたちが、月曜

日から土曜日まで日々生活の場としてお

りますので、両施設に勤務する職員はも

とより、市のほうでは労働安全衛生委員

会というものもございます、そういった

中で職場巡視も行っております。子ども

たちにとって安全で安心な場所となるよ

う物の置き方であったりいろいろな施設

の整備状況については、私ども事務局も

一緒に取り組んでいきたいと考えており

ます。

　次に、べふこども園の開設に向けた準

備でございますけれども、こども園では

同じ敷地内で乳幼児保育と幼児教育を行

う、こういったことで同じ年齢の子ども

たちがおりますけれども、園におられる

時間帯や通園や通所方法、また運動会や

遠足といった行事の開催方法、保護者会

の活動、幼稚園教諭と保育士の勤務体制、

こういった従来からの保育所、幼稚園の

単独施設とは違った管理運営が必要とな

ります。そのようなことから、こども園

の開設に向けましては、平成２１年９月

に開設準備委員会を発足いたしましてそ

の中で議論をし、平成２２年４月からは

就学前教育推進検討委員会の中にべふこ

ども園開設チームということで、別府保

育所、べふ幼稚園の職員を中心に開設に

向けた年間指導計画や子どもたちへのプ

ログラム、行事、また保護者会の活動に

ついていろいろ議論してまいりました。

　また保護者の方につきましても、開設

までには保育所側の保護者の方に６回、

幼稚園側に７回、また代表者の方に集まっ

ていただきますつながり会議を６回、合

計１９回開催する中で、スムーズな開設

になるよう取り組んできたところでござ

います。

　それと、ハード面でございますけれど

も、べふ幼稚園を改修するといったこと

で一部分取り壊しの新築、一部改修といっ

たことで取り組んでまいりました。工事

の進捗については、週１回建築課、こど

も教育課、現場の職員等々が工程会議を

開く中で、現場、事務所の中で細かい打

ち合わせをし、子どもたちに安全で安心

な施設となるよう協議をしてきたところ

でございます。

　次に、幼稚園の預かり保育の状況でご

ざいますけれども、摂津市では摂津市立

幼稚園預かり保育事業実施要綱に基づき

まして、市立幼稚園の教育課程に係る教

育時間の終了後における保育を行うこと

により、幼児の心身の健全な発達を図る

とともに、保護者の子育て支援を目的と

して実施しておるところでございます。

　預かり保育の中身でございますけれど

も、室内で絵本を読んだりいろんなもの

を制作する、また、屋外で園庭遊具で遊

んだり、三輪車、スクーターで遊んだり、

そういったことを楽しんでいただいてお

ります。平成２３年度は週４日、せっつ、

とりかい幼稚園で２時から４時の間実施

し、せっつ幼稚園では平均１７名、とり

かい幼稚園では１０名の方のご利用がご

ざいました。平成２４年度からはべふこ

ども園の幼稚園部分についても実施して

おります。

　児童センターの移動児童館の取り組み

でございますけれども、委員おっしゃい

ましたように、児童センターを利用され

る方、第一中学校の校区の子ども、また
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第三中学校区の子どもが多く占められて

おります。そういったことから平成２３

年度からニュースポーツ用品の貸し出し

や児童センター職員が地域に出向いて、

児童センターの取り組みをする移動児童

館の活動を始めております。

　具体的な活動内容といいますと、例え

ば市が実施しておりますこどもフェステ

イバルに児童センターのコーナーをつくっ

てもらう、また舞台発表してもらうといっ

たことや、各学童保育室に出向いて、児

童センターの大きな特色であるけん玉指

導もしていただいております。また、児

童センターを利用している子どもたち、

リコーダークラブというのがございます

けれども、リコーダークラブの子どもた

ちも千里丘公民館で演奏するといったこ

とで活動もしてくれております。このよ

うな活動を通して児童センターをＰＲし、

これをきっかけに児童センターを訪れて

くれている子どもたちも多いと聞いてお

ります。今後指定管理者の社会福祉事業

団とも連携をとりながら活動の充実を図っ

てまいりたいと思っております。

○大澤千恵子委員長　答弁の途中であり

ますけれども、ここで休憩いたします。

（午後０時　１分　休憩）

（午後０時５９分　再開）

○大澤千恵子委員長　再開します。

　柳瀬課長。

○柳瀬生涯学習課長　図書館に関します

ご質問に関しまして、ご答弁させていた

だきます。

　まず、指定管理を導入した目的やメリッ

トが達成されたかという質問でございま

すが、図書館の指定管理導入では、民間

の運営ノウハウを活用することでより効

率的図書館運営を行い、また図書館サー

ビスのさらなる向上を目的とし導入する

ものであります。

　具体的メリット等でございますが、指

定管理者に移行いたしまして、まず開館

日でございますが、祝日を開館日とする

ことで、開館日が増加しましたことで年

間５０日の開館日の増となっております。

また開館時間でございますが、平日は全

て１０時から２０時の開館といたしまし

たことで、開館日増とあわせ、２館で年

間１，０００時間の増加となっておりま

す。また費用効果でございますが、図書

館総務費及び図書館管理費の平成２２年

度と平成２３年度の決算ベースの比較で

ございますが、約２，０００万円の効果

額となっております。

　また、その他でございますが、毎年７

月に利用者アンケートを行っており、そ

のアンケートの回答でございますが、約

３割の回答者の方が、「指定管理者が導

入されて運営体制がよくなった」と回答

していただいておりまして、「悪くなっ

た」との回答数を大幅に上回っておりま

す。また自由記述の回答欄におきまして

も、「対応が丁寧、親切になった」など、

接客態度の向上を挙げる市民の方が非常

に多くございます。これらのことから、

指定管理導入の目的は一定達成されたも

のと考えております。

　続きまして、図書館におきますモニタ

リングの評価結果の件でございます。平

成２３年度からの指定管理者制度導入に

伴いまして、そのモニタリングのため摂

津市指定管理者制度導入施設モニタリン

グマニュアルを策定し、そのマニュアル

に基づきまして第三者評価機関評価とい

たしまして、摂津市民図書館等協議会、

委員１０名による評価と、行政サイドの

評価といたしまして、施設所管課の評価

をそれぞれ四半期ごとに年４回行ってお

ります。

　その評価方法でございますが、各評価
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者は指定の評価用チェックシートに基づ

きまして、各評価項目を５点満点で評価

を行いまして、その合計評価点数を評価

基準に照らし合わせ、最終的にＡ評価か

らＥ評価の５段階評価を行います。

　平成２３年度の評価結果でございます

が、まず協議会委員による評価でござい

ますが、合計評価点数の年度平均は２３

４．５点でございました。満点に対する

得点率６７％となっておりまして、Ｃ評

価、「適切である」という結果になって

おります。次に、施設所管課による評価

でございますが、合計評価点数の年度平

均は３３．３点でございまして、満点に

対する票得点率６０．５％となっており

まして、こちらもＣ評価、「適切である」

という結果になっております。

　総合評価でございますが、協議会委員

評価と施設所管課評価の合計は２６７．

８点でございまして、満点に対する得点

率６６．１％となっており、Ｃ評価、

「適切である」という結果になっており

ます。

　これらの結果から、平成２３年度の指

定管理者による摂津市民図書館及び鳥飼

図書センターの管理運営はおおむね適切

に実施され一定水準以上のサービスが提

供されているものと考えております。

　平成２３年度におきましては、図書館

の指定管理者制度導入の初年度でありま

して、指定管理者に不慣れな部分も多く

ございますことから、利用者の皆様にご

不便をおかけしませんよう、ミスのない

安定した図書館運営を第一に行っており、

今回のモニタリングにおきましても一定

のご評価をいただいたものと考えており

ます。

　次年度以降におきましては、平成２３

年度評価を上回りますよう、指定管理者

のノウハウを生かしました新たな講座や

イベント等につきまして企画実施するよ

う指導を行ってまいります。

○大澤千恵子委員長　布川次長。

○布川生涯学習部次長　体育施設の修繕

料に係りますご質問についてお答えさせ

ていただきます。

　まず、平成２２年度に比べまして金額

が増加したという理由でございますが、

平成２２年度の大規模修繕といたしまし

て、プール槽の塗装、これが７９０万円

ほどかかっております。それに比べまし

て、平成２３年度の大規模修繕といたし

まして、同じく温水プールでございます

が、温水プールの屋上ほかの防水工事に

１，７９０万円かかっております。この

差の１，０００万円がほぼその額になる

かと思われます。

　それから、テニスコートのご質問でご

ざいました。くすの木公園テニスコート

の継ぎはぎ、滑りやすさというお話だっ

たかと思いますが、くすの木公園コート

に不良箇所がございましたので、それを

本年度補修いたしまして改修いたしまし

た。その関係で新しく塗っておりますの

で、継ぎはぎの状態に見えるかと思いま

す。より安全にご利用いただけるための

補修した結果でございます。

　それから、くすの木公園テニスコート

はハードコートでございますので、雨天

後、濡れておりましたら滑りやすくなる

ということで、晴天時は滑ることがない

と考えております。

　それから、本市のスポーツ施設はほぼ

建築後３０年を経過したものが多くなっ

てきております。もちろんスポーツ施設

というものは体力向上、健康増進という

ことに寄与するものでありますので、安

全面には特に我々が留意をしながらご利

用いただけるようにしていかねばなりま

せん。そのために施設の経年劣化に伴い
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ます補修もふえておりますので、今後と

も計画的に改修を進めてまいりたいと考

えております。

○大澤千恵子委員長　馬場教育次長。

○馬場教育次長　それでは、機構改革に

ついてお答え申し上げたいと思います。

　機構改革、平成２３年４月に行ったわ

けですが、この機構改革を行う当時の状

況でございますが、まず一番大きかった

のは、平成１７年に摂津市で次世代育成

計画をつくりましたが、それを見直しす

るということで、平成２２年に後期行動

計画がつくられました。そういった行動

計画をいかに実現していくかと、そうい

う状況がございました。また、この時期

国におきましてもこども園が創設される

など、子育て施策の見直しの方向も示さ

れておりました。また、本市におきまし

ても別府保育所の建て替えということで、

具体的にはべふ幼稚園への建て替え等、

そういった喫緊の課題もその当時ござい

ました。そして、教育委員会でいえば、

学校教育についてやはり地域、家庭の教

育力が低下していると、そういった問題

も抱えておりました。

　そういった中で、平成２３年４月に機

構改革を行わせていただいたわけですが、

先ほど言いました問題提起とも重なりま

すけれども、その次世代育成後期行動計

画、平成２２年に策定されましたので、

その中でこの行動計画は市の行政全般に

わたっております。福祉も入れば教育も

入る、また土木関係の所管も入っている

ということで、全庁的な形で取り組むと

いうことになっておりました。その行動

計画の中にも、そういった全庁的な課題

に取り組むためにそういった全庁的な実

施体制の実現という項目もつくられてお

りました。そういうことも実現しなけれ

ばならないということも目的の一つでご

ざいました。そして、こども園の創設に

つきまして別府保育所とべふ幼稚園を一

体的に行いまして、幼保一元化をして、

保育と教育両面からの就学前教育の充実

を行いたいということも目的でございま

した。

　また、福祉の当時のこども育成課とも

話し合って、当時こども育成課が行って

いた児童に係るワンストップのサービス、

これは引き続いて充実の方向で行いたい

と。したがって、こども育成課について

は一体的に教育委員会となってそういう

ワンストップサービスの充実に努めたい

ということございましたので、そういっ

たことも実現しようと考えました。そし

て、先ほど申し上げました家庭、地域の

教育力を高めるために、学校と家庭と地

域が一体となった子育て教育の充実の方

策も組織的につくっていきたいと。そう

いったことが当時の目的だったと思いま

す。

　そういった目的を達成するために機構

改革を行ったわけでございますが、職員

体制としましては、先ほど言いましたよ

うに、福祉のこども育成課全員が教育委

員会に来ていただいて、子育て支援と教

育のワンストップサービスを充実すると

いう方向で、教育総務部ではこども育成

課の医療助成でありますとか保育所の手

続、また教育委員会で行っていました幼

稚園の就園奨励補助であるとか、幼稚園

入園手続を一体的に今行っております。

ですから、一つの窓口で保育所、幼稚園

の両方の情報が提供できると、そういう

体制を組ませていただいております。

　また、学校と家庭と地域の教育力を高

めるということで、新たに次世代育成部

をつくらせていただきまして、就学前教

育、すなわち幼稚園と保育所を一体的に

担当させていただいていますし、学校教
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育、小中学校も当然ながら一体的にさせ

ていただく。また社会教育の分野であり

ました青少年指導員であるとか、ＰＴＡ、

こども会のことも地域、家庭の重要な担

い手でございますので、この次世代育成

部の中で一体的に所管させていただいて、

学校、家庭、地域で教育を取り組んでい

く、そういう組織にさせていただいてお

ります。

　今後の取り組みでございますが、そう

いった組織にしましたけども、子育て支

援とか就学前教育と、それと学校教育、

家庭、地域がより一体的に取り組めるよ

う、今後ともよりよい組織、よりよい機

構になるために、やはり日々の業務の見

直しやそういった組織の見直しは、これ

は不断にしていかなければならないと考

えております。

○大澤千恵子委員長　安藤委員。

○安藤薫委員　２回目の質問をしてまい

りたいと思います。

　今、ご答弁いただいた機構改革につい

てでございます。機構改革後、職員数の

推移を単純にいいますと、平成２２年３

月末にこれは１８５名だった数が、平成

２４年３月末になりますと１７５名。再

任用や任期つき職員を合わせますと１９

５名が１８３名ということで、もちろん

小学校の給食調理員が退職されたりとか

いうような事情もあるかと思いますが、

人数的には少なくなっているんですね。

　これは単純な数字だけのことで言うて

ますが、業務的にいえば非常に多くなっ

ているのと、同時に子どもに関わる問題、

一元化したことによって連携が非常にと

りやすくなった半面、例えば国の制度の

ものであれば、上部の所管の省庁が厚生

労働省と文部科学省と分かれています。

補助金の交付の問題、さまざまな問題に

ついてもやりとりが必要になってくると

思いますし、近くでの連携が必要になれ

ばなるほど、今度連携が強くなると、今

度は仕事がふえるんですね。仕事がふえ

るということは、子どもたちのためにな

る仕事をふやすということになります。

いいことだと思いますけども、恐らく仕

事量というのはふえていくんじゃないか

なというふうに思うんですね。

　そういう意味では職員数の人数が少な

いということは、機構改革の目的とは別

に、実際の作業や仕事をやっていく上で

マイナスになっている点はあるんじゃな

いか。ないに越したことないですけども、

あるんじゃないかと思いますが、その点

についてお聞かせをいただきたいと思い

ます。

　お話がありましたように、やっぱり次

世代育成支援後期行動計画というのは、

何も教育委員会だけじゃなくて全庁的に

取り組んでいく中身になっていますから、

保健福祉部やほかの部署、市長部局との

連携というのは当然必要になってきます。

とりわけ子どもを取り巻く環境というの

は、子どもだけではなくて、子どもが家

族の問題である経済的な問題であったり、

地域での問題であったり、福祉的なとこ

ろからのアプローチから子どもを守ると

いうような仕事もふえてくるという点で

いきますと、ますます教育委員会がこの

次世代育成支援後期行動計画の扇のかな

めになってやっていかなければいけない

という点で言っても、また役割も責任も

大きくなっていると思いますけど、その

点もお聞かせいただきたい。

　それから、教育委員会の中で、例えば

保育所に関わって、保育所の入所につい

ては子育て支援課、保育所の運営につい

てはこども教育課、この間私も議論させ

てもらいましたけれども、例えば保育所

の給食の民間委託という話になったとき
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に、保育所の給食というのは保育の内容

とも一体のものであって、もちろん学校

給食も同じですね、一体のものであるけ

ども、所管は教育総務部総務課というこ

とで、同じ教育委員会の中でも部署が分

かれるということについて、連携が本当

にとれているのかどうかという点も疑問

に思う点があるわけですね。その点はど

うなのかお聞かせをいただきたいと思い

ます。

　劣化対策ですね。耐震についてです。

随時劣化対策のほうはぜひもう進めていっ

ていただきたいですし、その途中経過な

どもぜひお示しをしていただきたいなと

いうふうに思っております。

　中期財政見通しを見ますと、この平成

２４年度に出された中期財政見通しから

この劣化対策、教育施設の安全対策、施

設改修という点で、平成２４年から平成

２９年まで、総額９億８，７００万円の

中期財政見通しが持たれています。これ

各年度ごとに一定の見通し額が見込まれ

ているわけですけども、これと今後の劣

化対策、大規模改修とのリンクは具体的

な計画としてでき上がっているのかどう

か、その点をお示しをいただきたいなと

思います。

　それから、この間の学校の施設の改修、

特にトイレの改修であるとか、外壁とは

別の改修ですね。教育課程を進めていく

ような改修については、大規模改修のと

きに一緒にやりますよと。大規模改修は

耐震補強工事のときにやりますというこ

とに、そういう説明を受けてきたわけで

すが、今回この外壁の問題、劣化対策の

問題等が生まれてきたときに、この日常

の教育活動の中で本当に必要な校内のト

イレの改修であったり、壁の改修であっ

たり、そういったものが先送りになって

しまわないかと。本当に必要なものにつ

いてはきちんと必要性と緊急性を見て取

り上げていくというような立場に立って

いるのかどうか。その点を確認しておき

たいと思います。

　耐震については、今後これから平成２

７年までということです。これも何度も

お聞きしていますから繰り返しになって

しまいますが、こちらも今後の残りの棟

の進捗、どのような計画になっているの

か、一つの学校で恐らく二つの棟、三つ

の棟同時に工事、翌年もということで続

かざるを得ないような状況になっている

中で、その点のその計画、学校や子ども

たちや現場に負担がない、また安全が確

保できるような計画を進めながら、同時

に早期にやらなきゃいけないと、両方難

しいかじ取りが必要かと思いますけども、

その点の計画をお聞かせをいただきたい

と思います。

　それから、同じく先ほども劣化対策で

も申し上げました中期財政見通しを見ま

すと、平成２３年１０月に出た中期財政

見通しの耐震補強の金額が、平成２３年

から平成２７年までで３７億９，７００

万円になっているんです。平成２３年度

６，５００万円除くと、平成２４年から

３７億３，２００万円となるはずですが、

平成２４年１０月に出た平成２４年から

の中期財政見通しで見ますと、平成２７

年までの４年間で４４億１，８００万円

という中期財政見通しの数字がありまし

て、ここに６億８，６００万円ほどの乖

離があるんですけども、この点は特に何

か新しい耐震補強の必要性が出てきたの

か、もしくはより見積もりをきちんと取

り直したのか。または、まだ二次診断が

行われていない建物がたくさんあります

から、二次診断をした上で耐震補強工事

の必要性が生じてきたのか、その点につ

いてお聞かせをいただきたいと思います。
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　給食についてでございます。まず、民

間委託については先般もかなり議論をし

ましたので、契約の中身について聞いて

おきたいと思いますが、プロポーザル形

式でやるということは、給食という性格

上、お金だけで判断してはいけないよと、

これは私も同じ思いです。よりよい提案

をしていただいたところにやってもらう

というのも非常に大事なことで、プロポー

ザル方式という形態は大事だと思います

が、一方で、そこに恣意的な選択の余地

も生まれかねない。透明性・公平性とい

う点でどうなのかという点が、ある一方

ではそういう心配もされると思うんです

ね。そういったことを回避するためには、

選定委員のメンバー、選定基準、そして

選定方法と結果をきちんと明らかにして、

誰が見ても公平に選ばれたなということ

がわかるようにしていくことが必要だと

思うんですけども、この２回目の更新に

なりました名阪給食の選定基準について、

もう一度その辺を踏まえてお答えをいた

だきたいと思います。

　それから、契約保証人についても同じ

だと思うんですね。もちろん契約保証金

を通常の建築工事とは違って、ないわけ

ですから、こういった契約保証人という

のを取るのは理解できるわけなんですけ

ども、万が一のときにこの今回の契約保

証人の阪神給食が今後継続してやってい

かれる場合については、選定の中で阪神

給食がどういう位置づけにあって契約保

証人になったのかということを明らかに

していく必要があるんじゃないかなとい

うふうに思うんですね。お金だけの契約

であれば、入札に参加して基準に合って

いるところが保証人になるということは

おかしくないなと思うんですが、プロポー

ザルということですから、基準、プラス

アルファこういったもので選んでいます

よということで選ぶ給食選定作業ですの

で、この契約保証人の阪神給食が契約保

証人になったというその根拠のようなも

のが私は必要ではないかなというふうに

思うんですけども、いかがでしょうか。

　それから、アレルギーについてです。

私も今回勉強させていただいていて、日

本学校保健会のアレルギー疾患対応の学

校生活管理指導表ですとか、学校のアレ

ルギー疾患に対する取り組みガイドライ

ンというものがあって、それを参考にア

レルギーの対応をされているんだという

ことだと思うわけなんですが、基本的に

アレルギー対応には献立表でメニューを

示してやる方法と、除去する方法と、代

替食を提供する方法と、弁当を持ってく

る方法と四つぐらい選択肢があるそうな

んですが、摂津市の教育委員会として、

学校給食という点から言って、現在やら

れているアレルギー対応についてはどう

お考えなのか。今後の対応についてお聞

かせをいただきたい。

　学校給食会でも、平成２３年度の取り

組みの中で、アレルギー除去食検討部会

というのを４回ほど持たれているような

んですけども、その中身も含めてお答え

いただきたいというように思います。

　それから、給食費のことです。食材費

と給食費の関係はわかりました。給食費

の値上げというのは、これは聞いており

ませんので、この点についてはまた場所

を変えて、またしっかり議論していきた

いなというふうに思うわけなんですが、

滞納の問題です。滞納しているからけし

からんということで滞納処分をしなさい

とか、取り立てを強化しなさいというこ

との趣旨で聞いているわけではありませ

ん。義務教育は本来無償ですので、給食

にしても、学校外のものについても極力

無償でということが理想なわけですが、
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現状では食材費は保護者負担というふう

になっているわけです。

　しかし、経済的な理由によって給食費

が払えなくて、子どもがその給食から排

除されかねないような状態、もしくは非

常につらい思いをしなければいけないと

いうことについてはやっぱり避けなけれ

ばなりません。

　子どもを取り巻く環境の中で、特に虐

待の問題であるとか、子どもの家庭の状

況というのが、いじめや不登校や虐待と

いうことにつながっていくんだと思うん

です。アンテナを張ってというご答弁も

先ほどありましたが、例えば給食費の滞

納となりますと、本来であれば家庭訪問

するなりして就学援助金の制度がありま

すから使ってください、活用してくださ

いと申請を促すような形で、経済的な理

由の方は就学援助金制度を活用すること

によって滞納というのはなくなっていく

んだと思うんですね。この間の対応がど

うだったのかもう一度教えていただきた

いんですが、就学援助金制度をお勧めし

たにも関わらず、まだ滞納が残っている

ご家庭という場合に、やはりネグレクト

の問題であったり、子どもとの関係、家

庭での環境が非常に困難にあるんではな

いかという点でいうと、虐待や不登校や

いじめの芽を摘むという意味でも、非常

にこの辺の滞納に対して学校の先生たち

は大変だと思うんですけども、神経を集

中させる必要があるんではないかなとい

うふうに思うんですね。その点は対応、

この就学援助金制度のお勧めと、それか

ら子どもと家庭の状況の実態把握という

観点から、もう一回滞納についての考え

をお聞かせをいただきたいと思います。

　中学校給食の検討会は、３回、わかり

ました。いろいろな角度からいろんな意

見を出されたけども、意見集約をせずに

教育委員会のほうに意見を出したという

ことです。

　今後アンケート調査が行われて、検討

会が今後開かれていくと、最終的な方向

性を決めていくということでありますが、

言ったら学校給食会の中でやられた検討

会というのは、あくまでもその選択肢を

選ぶというものではなくて、中学校給食

がどうあるべきかということでの意見集

約というようなとらえ方でよろしいのか

どうか。実際その場でデリバリー選択制

をやっているところに見学に行ってみよ

う、調理場を見に行こう、または自校調

理で中学校でやっているところはどうな

のかと実態を調査したり、本来の中学校

給食がどうあるべきかという観点からの

議論とか、それから実態の調査とか、そ

ういったものはやられていないというふ

うに思うんですけども、今後の検討会、

今後開かれていく検討会との違いについ

て、その点だけお聞かせをいただきたい

と思います。

　就学援助です。私は就学援助金の制度、

生活保護基準の１．３を維持してきて、

こういう経済状況の下で認定率が上がる

というのは、これはもういたし方がない、

当たり前のことであるし、逆に子育て支

援の柱としてこれまで摂津市が胸を張っ

てやってきた事業ですから、ここから後

退したというのは非常に残念でなりませ

ん。しかも平成２４年４月、そして来年

ももう一回、認定基準を３６万８，００

０円ほどですか、下げていくということ

でありますから、今回２００人ほどの人

が減っています。さらにそこ減っていく

ということになると、これまた先ほどの

給食費の問題にも関わってくるかと思い

ますが、子育て世代に対して間違いなく

これは子育て支援策の後退だと言わなけ

ればならないと、このことを私は指摘を
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しておきたいと思います。

　その上で、就学援助金の第１回目の支

給日のことなんですね。いろいろ体制の

問題、それから所得を把握するというこ

とでどうしても９月になってしまうとい

うことでございます。

　ただ、先ほど私もご紹介させてもらい

ましたように、池田市、藤井寺市は５月

に出しておられるんですね。どちらも摂

津市と市の規模を比べてもそんな、少し

大きいかもしれませんが、それほど差は

ありません。１学期の間に支給している

自治体の中には、町もあるんですね。で

すから教育委員会や行政機関のマンパワー

という点や人数の観点からいっても、そ

んなに大きな差はないはずなんですよ。

そういう上で、できるだけ早く支給する

というのが大事だと思っていらっしゃる

んであれば、一刻も早く支給をするよう

に研究をする必要があるかと思うんです

けども、今までそういった他市、私も調

べてみたら意外に多く１学期中に支給し

ていらっしゃることがわかったんですが、

そういった他市の状況とか調べられたこ

とはあるのかどうか。ぜひ調べてほしい

と思うんですけども、調べてやってもら

いたいと思うんですが、それができない

理由が何かあるのかどうかもあわせてお

聞かせをいただきたいと思います。

　乳幼児医療についてです。これはもう

繰り返しになりますので、もう要望にし

ておきたいと思いますけども、少なくと

も各市自治体が対象年齢を拡大し、そし

て国に対して、摂津市も同様だと思いま

すけども、国としての制度を設けるよう

にという要望もこの間上げてこられてい

ると思います。そういった立場に立つの

であれば、やはり計画的に対象年齢を拡

大していくということを、ぜひとも握っ

て離さず検討していただきたいと要望し

ておきたいと思います。

　保育所についてです。次世代育成支援

後期行動計画の目標、平成２６年が目標

だったでしょうか。その目標値を既にも

う今超えている段階で、しかも今の入所

の数が１，８１６人にも達しようとして

いるんでしょうか、そういう状況の下で、

なお今度タワーマンションも建つという

ことで、南千里丘の地域での未就学児童

の増加というのは予想されるわけです。

その点で、この間駅前の店舗を借りた簡

易保育所であるとか、民間保育所の定員

増であるとかいうようなお話もあったと

思うんですけども、やはり保育需要に応

える責任はやはり摂津市、行政にあると

思うんですね。主体的に保育需要にどの

ように応えていくのか。例えば公立保育

所の建て替えでの定数増ということにつ

いて、具体的に検討の俎上にのっている

のかどうか。その点あわせてお願いをし

たいと思います。

　学童保育につきましては、集団規模７

０人ということです。実質上、７０人を

一つの集団にするというのは、幾ら先生

がいらっしゃったとしても、これはやは

り困難な点はあるというのは、これはも

う学校の授業が４０人で、小学校１年生

の補助員をつけていてもやはり難しい面

があるということからも、低学年の学童

たちを見る上ではかなり困難をきわめて

いるんではないかなというように思いま

すので、ガイドラインに沿って整備して

いく方向性をぜひつくってほしいという

ように思います。これは要望としておき

ます。

　それから開設日と開所時間の問題につ

きましても、これは保護者の就業実態に

きちんと合わせていくということもぜひ

検討していっていただきたいと思います。

　通学路です。これは先の一般質問でも
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私は質問しましたし、ほかの議員も通学

路の安全対策について何度も質問してい

らっしゃいます。今回省庁をまたいで合

同緊急点検が開かれました。摂津でも子

育て支援課の方や道路交通課の方々が、

８月の暑い中でおそろいのヤッケを着て

危険箇所を回っておられたんですけども、

そういった危険箇所と交通専従員が、ど

のようにリンクしているのか、その点を

お聞かせいただきたいと思うんです。

　場所の設定も、恐らく学校から指定さ

れた場所ではあるかと思うんですが、今

回合同点検で示された５４か所の地点も

学校や地域からの場所だと思うんですね。

交通専従員の配置が今のままでいいのか

どうか。増員をする必要があるかないか。

または地域の人たちとどのように連携を

とるようにしむけていくのか。その点ど

うお考えなのかお聞かせください。

　それから安全教育についてです。交通

専従員はシルバー人材センターに委託を

されていらっしゃるかと思うんですけど

も、私も近くで見守っていただいている

専従員を見ることがあるんですが、子ど

もたちに声かけをして適切に誘導をして

いらっしゃる姿をよく見るんですけども、

安全マナーの教育とおっしゃいましたが、

マナーを含めて、安全の教育や研修とい

うものはされているのかどうかお聞かせ

をいただけたらと思います。

　教員不足、多忙化の問題です。本当に

悩ましい問題です。とりわけ大阪は全国

にも増してこの教員不足の問題というの

は特別な事情があるんじゃないかなとい

うふうに思うんですね。この間の維新の

会が進めてきた教育の改革というんでしょ

うか、強制と統制、競争をあおるような、

強制と統制を教育に持ち込むようなやり

方が、そこに全国最低の賃金ということ

になると、優秀な人材が大阪から逃げて

いってしまうんじゃないかと、そういっ

た危惧は現実のものになってきているわ

けで、その点については、やはり教員が

不足しているから国や府に申し入れをす

るというだけでなくて、その背景も踏ま

えた形で物を言っていかないといけない

んじゃないかと。それは摂津市の教育委

員会だけでなく、近隣の市も含めて大阪

の子どもたちの日々の暮らし、それから

学力の定着、人格形成という意味で、学

校の先生、学校現場というのは非常に大

事な人たちなのに、その人たちが集まっ

てこないという、こういった事態をどう

とらえているのかという観点から鋭く迫っ

ていただきたいと。我々も同じ立場で迫っ

ていきたいと思っていますが、直接子ど

もたちの教育や学校現場に責任を持つ市

の教育委員会としてそういう立場に立っ

ていただきたいと思いますが、いかがで

しょうか。お聞かせをください。

　それから、いじめの問題しかり、それ

から子どもたちの様子のアンテナを張っ

たり、地域の通学路の安全対策をやった

り、または学力の向上を求められると。

当たり前のことですけども、学校の現場

というのは大変な中で教員不足になって

いると。軽減の加配と言ってはりました

かね、非常勤の講師は軽減の配置なので、

入らなくても何とかなるというふうなお

話でしたけども、軽減というのは学校の

中の先生がほかのことにももっと目を向

けてやれるようにするために加配されて

いるものであって、その軽減の加配の人

がなかなか入らないというのはやっぱり

問題だというふうに思います。同時に、

常勤の講師の先生が４月からまだ未配置

の状況になっているというのも、これも

本当に重大なことでないかというように

思います。

　そういう中で学校の先生たちが今いる
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先生でカバーをし合っている。もちろん

チームワークが必要でしょうけども、し

かし一人一人のマンパワーにも限りがあっ

てきます。病欠の先生も何人かいらっしゃ

るようなんですけども、やはりその勤務

実態についてはきちんと実態調査をして、

市教委として把握をする必要があるんじゃ

ないでしょうか。ご見解をお聞かせいた

だきたいと思います。

　学力定着度テストについてです。何度

もこれも議論しておりますので、二つ聞

きます。一つはこの府の学力テスト、本

当に毎年悉皆調査でやらなければいけな

いものなのか。子どもや学校現場にとっ

てみると、授業数が足りないと言われて

いる中で、しかも答案が返ってくるのは

１か月、２か月先という点でいうと、本

人にとってもメリットというのは直接的

には余りないような気がするんですね。

日々の学習や教育活動の中で十分把握で

きる中身であって、そういう点で本当に

子どもや学校現場にとって役に立つもの

なのかどうか。

　大きな意味で摂津市の教育の傾向を知

るんであれば、何年か単位の周年的にや

る抽出でも十分可能なのではないか。現

にこの間の学力調査、学習状況調査を見

ても、目新しいようなものはほとんどな

いですよね。大体同じような問題点があ

り、同じような課題を抱えていて、その

ために今、すぐに答えが出ないけども、

一つ一つ取り組んでいらっしゃるわけで、

毎年毎年やっているところに、これでも

か、これでもかという結果を押しつけて

いくというようなやり方について、果た

して私は本当に子どもたちのためになる

のかどうかと思いますが、その点お聞か

せください。

　もう一つは、大阪府の学力テストにつ

いて問題点が、これはことしの話ですけ

ども、個人の学校別の数値が公表される、

されないということでいろいろ議論にな

りました。前回も個票の中に学校別の順

位が出ることによって、これが学校間の

序列を生むということになりかねないと

いう点では、市教委としても要望を上げ

続けていくと。その結果を受けて参加す

るか、参加しないかというのは最終的に

決めていきたいというようなことで、私

は委員会の中での答弁は終わっていると

思っているんですけども、参加されまし

た。その個票問題についてはどうだった

のか、参考に教えてください。

　いじめについては、これはもう本当に

広く深く継続的に粘り強く議論をしてい

く必要がある問題だと思います。この間

教育委員会の定例会会議にも傍聴させて

いただいて、前回協議会でも他の委員か

らもお話がありましたけども、真剣な議

論をされていることは承知をしています。

　やっぱりいじめの問題というのは、加

害者への対応というのも非常に大事では

ないかなと思いますし、じゃあこういう

いじめる子がいるからもう出席停止だと

いう厳罰主義についても、これまたいろ

いろな問題が出てくるんだと思うんです

ね。深く広く子どもを見ながら、時間を

かけてこの問題を解決していく必要があ

ります。そういう点では、まさに学校の

先生たちの能力と、そして体力と、精神

的な健康も非常に重要だと思いますので、

そういう点も含めて先ほどの実態調査と、

それから人員の確保、この間人的な保障

もスクールソーシャルワーカーやスクー

ルカウンセラーとか学級補助員を配置し

てこられているのは評価しますが、さら

なる人的な援助をすることを求めておき

たいと思います。要望にしておきます。

　べふこども園の開設についての準備に

ついてです。二つの施設を一つにやって
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いこうとなると、やっぱりいろいろ問題

が起きるのは当然のことです。保育所の

お母さん、それから幼稚園のお母さん、

今までの考え方をお互いに理解をし合っ

て、お互いの立場を尊重しながら進めて

いくことが必要で、そのためには上から

こうあるべきだということで押さえつけ

ることは難しいと思います。そういう点

からも、グループ保育、混合クラスを当

初予定していたものがちょっと先送りに

なったということについても、これはそ

の時々の賢明な判断だったのかなという

ふうに思うんですけども、現段階で、当

初考えていた幼保一元化の方策の中でま

だ先送りになっている問題、まだ調整が

ついていない問題というものはあるんで

しょうか。その点についてありましたら

教えてください。同時に、それをどのよ

うにしていくのか教えていただきたいと

思います。

　児童センターについては、改めて要望

にしておきたいと思います。移動児童館

ということの努力というのは非常に大事

なことだと思いますし、同時に、やっぱ

りそこに拠点があって初めてそこで新し

い発見が生まれ、連携が生まれ、ネット

ワークが生まれるんではないかなという

ふうに思いますので、安威川以南でまず

は第２児童センター、第３、第４と続け

られるためにも第１児童センターの運営

をさらに充実させていただくとともに、

移動児童館であったり、児童センターの

職員が赴いていくようなやり方をさらに

広げていっていただきたいと思います。

要望としておきます。

　図書館についてです。目的もメリット

も達成できているということでございま

す。開館時間がふえて、開館日数もふえ

ました。

　これは単純にお聞きしたいんですが、

開館時間も日数も５０日ほどふえている

んですが、貸し出しの本の数が、事務報

告書を見ますと、平成２２年度と２３年

度では、例えば、鳥飼図書センターでは

貸し出し冊数が９万６，９１５冊から９

万４，５１４冊と約２，４００冊減少し

ていますね。それから登録者数について

も、鳥飼図書センターは６３２人から５

３７人と９５人減少しています。逆に市

民図書館のほうがふえているということ

もありますので、一緒にすればプラスに

なっているのかもしれませんが、例えば

鳥飼図書センターでこの指定管理者制度、

果たしてどうなのか。利用しやすいのか、

しにくいのか。アンケート結果は「よく

なった」という方が「悪くなった」とい

う人を大幅に上回っていることは、私も

理解をしているんですけども、その点の

鳥飼図書センターでの特殊性というもの

が何かあるのかどうか。それをお聞かせ

をいただきたいと思います。

　それから評価についても、第１四半期、

第２四半期と評価結果について出ていま

す。Ｃランク、合格点ですが、それぞれ

細かく評点を見ますと、何とかぎりぎり

合格というラインではないかと。６０％

以上。６０％未満になると今度努力が必

要ということでＤになってしまいますね。

どちらもその６０％台なんですね。

　本来利益を追求するのにはそぐわない

社会教育の分野で、本来自治体が直接責

任を負わなければいけない分野を指定管

理者制度にしたからには、そのサービス

の向上というのは当然私は期待しなけれ

ばならないと思うんですが、今のままで

すと、開館日数がふえた、開館時間がふ

えたということだけに終わってしまって

いるんではないかと。結局２，０００万

円の経費削減というのは、民間ノウハウ

がどうのこうのというよりも、そこで働
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いている人の人件費をぐっと下げただけ

にすぎないんじゃないかというふうに思

うんですが、その点はどうなのか。これ

からまだ指定管理者の契約が続くわけで

すけども、そういう観点からどうお考え

なのか、お聞かせをいただきたいと思い

ます。

　それから、スポーツ施設の維持管理に

ついての修繕料はわかりました。テニス

コートについても、修繕した後、色が違っ

ているので継ぎはぎに見えるということ

なんですが、塗装の種類によって滑り方

がどうも違う、業者の方から聞きますと、

ぐっとつかんだり、すっと滑ったりとい

う点でいうと、利用者の方の声というの

をやっぱりきちんと聞いて反映していく

必要があるんじゃないかなと思うんです

けども、その点、テニスコートに限らず、

体育館であったり、プールであったり、

利用者の方の声をどういうふうに吸い取っ

て施設管理に生かしていくのかという観

点が大事だと思うんですが、その点だけ

お聞かせいただいて２回目を終わります。

○大澤千恵子委員長　馬場教育次長。

○馬場教育次長　機構改革に伴って、人

員配置であるとか、中の業務の配置の適

正化という内容だったと思います。

　機構改革に合わせまして、人員配置は

当然市長部局のほうと協議してまいった

結果として今日あるわけですが、そのと

きの考え方としましては、先ほど申し上

げましたように、福祉の所管は一体的に

こちらへ来ていただくので、仕事と職員

はそのままお願いしたいというような形

で行いました。また、教育委員会の中も

２部体制が３部になりましたが、当時理

事職もおりましたので、そういう意味で

は部長級は変えずに同じような内容で再

編したと。ただ、いろんなその中で今日

まで委託化であるとか再任用であるとか

ありますので、結果としては今おっしゃっ

ていただいた数字だと思いますが、私た

ちとしては一応人事等適正な人員配置の

中で機構改革をやってきたと思います。

　ただ、先ほど申し上げましたように、

やはり業務につきましては日々変わって

きておりますので、そのときそのときの

適正な業務量と適正な人員があると思い

ますので、そのあたりは、私どももやは

り業務量に見合った職員体制等は、これ

は必要だと思っております。

　それと、教育委員会の中の役割分担で

ございますが、これは部、課が違うとい

いましても、やはり業務が関連しておれ

ば、業務をするに当たっては担当者、係

長、課長、部長と協議してまいりますの

で、そのあたりに縦割りといいますか、

垣根がないようにそういった業務は行っ

ていきたいと思います。

○大澤千恵子委員長　岩見課長。

○岩見総務課長　教育総務課に係ります

ご質問に対してご答弁をさせていただき

ます。

　まず劣化の対策ということでございま

すけども、耐震の工事と共通といいます

か、同様に進めていく関係上一緒にお答

えさせていただきたいと思います。

　中期財政見通しの中で、当初耐震の金

額が平成２７年度までで約３７億３，０

００万円ということで上がっておりまし

たが、そののちに変更、見直しをさせて

いただいております。これにつきまして

は、耐震工事と、その耐震をいたします

校舎の部分で劣化の改修が必要であると

いうところを足し込んだ部分で中期財政

見通しを見直しをさせていただきました。

その結果４４億１，８００万円という数

字が出てまいっております。それ以外、

劣化のみの分ということで、既に耐震工

事が終わっておるところ、また耐震工事
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が不要な部分について算出させていただ

いたものが約９億８，７００万円という

数字でございますので、ご理解いただき

ますようお願いをいたします。

　また、今後の計画ということでござい

ますけれども、先ほど申し上げましたよ

うに、耐震工事を行う学校につきまして

は、劣化の外壁、屋上防水等も含めて一

緒に工事を進めていきたいというふうに

考えております。本年工事は、先ほどご

答弁いたしましたが、第二中学校の体育

館につきましても、外壁、また屋根のふ

きかえ等も行ったところでございます。

来年度の工事を予定しておりますところ

が、現在実設計しておりますけれども、

別府小学校の体育館、味生小学校の普通

教室棟、それと鳥飼西小学校、千里丘小

学校、第二中学校のそれぞれ校舎という

ことで計画をさせていただいております。

　その後の平成２７年度までということ

でございますが、これはまだ予算の裏づ

け等がございませんけれども、一定教育

委員会として計画をさせていただいてお

りますのは、続いて摂津小学校、鳥飼小

学校、第三中学校、第四中学校、平成２

７年度につきましては別府小学校と一中、

二中ということで、平成２７年度までに

完了できるように計画をいたしておりま

すけれども、まだ国の交付金等の関係も

ございますし、市の財政状況もございま

すので、できる限り平成２７年度は完了

したいというふうには思っておりますけ

れども、劣化の外壁及び防水等につきま

しても同時に進めていきたいなと思って

おります。

　ただ、劣化の工事につきましては、ま

だ平成２７年度は完了はかなり難しいか

なというふうには考えておりますので、

よろしくお願いをいたします。

　続きまして、工事の関係でございます。

大変工事が錯綜するというような大きな

工事になってまいりますので、以前から

もしておりますとおり、生徒・児童の安

全の確保を第一に、事故のないよう、ま

た若干学校にはご協力いただくところも

多々あろうかと思いますけれども、その

辺も含めてまた周辺住民の方々にも説明

会もさせていただいて工事を進めていき

たいというふうに考えておりますので、

よろしくお願いをいたします。

　続きまして、小学校給食の選定につい

てのプロポーザルの基準ということでご

ざいますけれども、まず審査項目といた

しましては請負の金額、そして学校給食

の実績、職員の配置、衛生管理の方法、

業務運営方針の五つの項目ということで

基準を設けさせていただいて、それをお

のおの審査に当たる者が点数制で加点と

いうことでさせていただいております。

　その中で一応我々最初に示しておりま

す、当然債務負担を取っておりますので、

その予算の上限額がございます。その上

限額に対してどれだけの金額を提示して

きているのか。また学校給食の実績とい

たしましてはドライ運用、どれだけの経

験を積まれているのか。職員配置につい

て今配置しています職員数以上の者がお

られるものかどうか。あと衛生管理とい

うことで、当然厚労省が示しております

大量調理の衛生管理基準等々ございます

ので、そういったものが守られているか。

あと児童との触れ合い、また学校行事等

への参加の理解度、対応度ということで

基準を持って選定をさせていただいたと

ころでございます。

　それと、保証人の選定の基準というこ

とでございますけれども、プロポーザル

で各業者の方に調理業務等の委託仕様書

ということでお渡しをさせていただいて

おります。それと同時に、調理業務等委
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託業者の選定基準というものもお示しさ

せていただいております。当然にして摂

津市の入札参加資格の審査に申請し登録

されている者。資本金が５００万円以上

であること。従業員数が２００人以上で

あること。厚労省の大量調理マニュアル、

また同一メニューを１回３００食以上、

または１日７５０食以上提供する調理施

設で調理経験が５年以上を有している者

ということ。あと学校給食法に規定する

学校給食の実施に必要な施設で調理業務

の経験を３年以上有して、現に学校給食

調理業務の契約を２年以上締結している

こと。また大阪府内に本店または営業所

を有し、集団給食業務を行っていること

等々ございます。その中で、一番最後に

この業務の履行が継続できなくなった場

合、代行保証人として業務契約を締結し

て行うことができる同じ選定基準と同じ

資格条件を有する業者をあらかじめ契約

保証人として定めることということでう

たっておりますので、申請されるときに

契約保証人としてどこの業者がなるかと

いうことも示していただいているところ

でございます。

　続きまして、アレルギー食のガイドラ

イン等々が国のほうからも出ておるとい

うことでございますけれども、アレルギー

除去ということで、昨年から栄養士等、

また養護教諭も入れましてアレルギー除

去食の検討委員会というものを内部で設

置をして検討しているところでございま

す。これはアレルギー除去食を始めても

う１０年以上が経過してきておりますけ

ども、実施の当初は対象者が少数ではご

ざいましたけれども、この除去食を必要

とする児童が年々増加してきておりまし

て、一定、学校に任せておるところがご

ざいました。学校長、また養護教諭、栄

養士等が保護者の方と面談をして、除去

食を実施するかしないかということで、

学校のほうで決めておるところがござい

ました。しかしながら、近年におきまし

て、ほんのわずかな食物でも、アレルゲ

ンが体内に入りますと生命の危機を伴う

アナキラフィシーショックを起こすとい

う可能性のある児童も、数人ではござい

ますがおられます。そのショックを起こ

した場合の注射の薬も学校で預かってる

子が、今２名ほどおられますけれども、

そういった児童がかなりふえてきてござ

います。

　そういった中で、一定、各学校の対応

がまちまちであるのがございましたので、

それを一定、市内の学校を統一できるよ

うにガイドラインを定めようとしている

ものでございます。

　先進市といたしまして、大東市がつく

られております。茨木市もつくられてお

りますけれども、かなり厳しい基準になっ

ておりますけれども、今までしておりま

した除去食を全てができないということ

では、これはサービスの低下というよう

なものにもつながりますので、一定のガ

イドラインを定めるに当たりましては、

慎重にアレルギー除去する食物の部分を

定めまして、サービスの低下につながら

ないような除去食の、また安全な除去食

ができるよう、ガイドラインを作成して

おる途中でございます。

　あと、給食費の滞納ということでござ

います。給食費の滞納ということで、先

ほど安藤委員からもございましたけれど

も、生活が困窮しているにも関わらず就

学援助の申請をされていないという方々、

これにつきましては学校のほうから就学

援助という制度があるということでご説

明、ご案内をさせていただいて、制度に

該当する方につきましては申請をいただ

き、就学援助を受けていただいて給食費
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も支払っていただいているところでござ

います。

　本当に支払えないご家庭、また生活に

困っているご家庭はそういった特段の配

慮は必要でございますけれども、生活し

ていく上で特に困窮されていない方であっ

ても滞納をされておるというケースも少

なからずございます。そういった場合、

いろいろ先ほども委員のほうからござい

ました、虐待、ネグレクト等があっての

滞納ということもあるかもわかりません。

そういった場合、家庭訪問等をして、そ

の家庭の実態を把握するなど、また、教

育委員会も学校と一緒になってそういっ

た家庭をできるだけ早くに発見できるよ

うな方法を、また考えていきたいと考え

ております。

　続きまして、中学校給食の今後という

こと、今までの検討会と今後の検討会の

違いということでございますけども、こ

れにつきましては、前年に設置しました

ものにつきましては、小学校の給食会を

中心にメンバーを選出しております。た

だし、中学校給食ということでございま

したので、中学校の校長先生と中学校の

教諭の方をメンバーの中に入って検討し

ていたものでございます。

　委員ご質問の中でございましたように、

一定、決まった給食の方法というものは

決めがたいものがあるということでお答

えをご意見として頂戴をしたところでご

ざいます。今後は、さきの一般質問でも

ご答弁させていただいておりますけれど

も、これまでの教育委員会の検討内容を

踏まえて出されました給食の方法などに

ついてご意見をいただいて、一定の方向

性を示していただければと考えておりま

す。

　また、現場の視察等につきましては、

日程の関係上も学識経験者の方も入って

いただきますから、日程がなかなか調整

がつきません。それで、我々職員がこれ

までに３市、４市ほど給食を実施されて

おるところも視察してまいりましたので、

その点の報告もさせていただいて、今後

の中学校給食検討会のほうに返していき

たいと考えております。

○大澤千恵子委員長　木下課長。

○木下子育て支援課長　子育て支援課に

係るご質問にご答弁申し上げます。

　まず、就学援助の支給の時期の他市の

状況ということでございましたけれども、

北摂の各市の状況については私どものほ

うで把握しております。まず、４月に支

給するというところが安藤委員ご指摘の

とおり１市ございます。それから、７月

に支給というのが２市、８月というのが

１市、９月が本市を含めて２市、１０月

が１市という状況でございます。

　今後でございますけれども、１回目の

答弁で申しましたとおり、事務的に早め

るということができないのかというのを

今後、研究・検討してまいりたいとは思っ

ております。

　それと、保育所の待機児童の問題でご

ざいますけれども、保育需要にどのよう

に応えていくのかということですけれど

も、本市では、これまでも保育ニーズに

対応するため、保育所整備に努めてまいっ

たところでございます。この１０年間ほ

どで約３００人ほどの定員を増やしてお

りまして、北摂の中でも就学前の人口に

占める保育所利用人員というのは飛び抜

けて高い。他市の場合は２０％台の前半

から中盤ですけれども、本市の場合は３

０％台を占めておりますので、民間の保

育所の整備に対して市の単独補助をして

きていた、その成果だとは思っておりま

す。

　委員ご指摘のとおりＢ街区の分譲によっ
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て大幅に保育需要が伸びると思われます

ので、さきの一般質問でもご答弁申し上

げましたとおり、一定規模の保育所の整

備が必要であるとは考えております。今

後はその方向で庁内で調整をしていくと

いうことで考えております。

　それと３点目、交通専従員のことにつ

いてでございますけれども、危険箇所と、

それから交通専従員の配置がどうかとい

うお話でしたが、今回５４か所上がって

きた危険箇所という中には、道幅が狭い、

あるいは歩道がないといったこと。ある

いは、交差点が危険であるといったこと

がたくさん上がってきておりました。こ

の解決をするために一つ、人的な見守り

をしていくというのは効果的な方法では

あるとは思いますが、それを全て行政の

責任で実施するというのは無理があると

考えております。

　交通専従員を一人配置するに当たって

は年間約６０万円ほどの経費がかかりま

す。それを数十か所というのは現実的に

は難しい問題でございます。地域との連

携ということでございましたけれども、

やはりＰＴＡであるとか地域の自治会で

あるとか、自主的に見守りをしていただ

けるところと連携しながら、今後、重層

的な見守りをしていければと考えており

ます。

　それと、交通専従員の安全教育という

ことでのお問いですけれども、交通専従

員につきましては、シルバー人材センター

に委託しておりますけれども、その中で

交通専従員班を設置していただいており

まして、シルバー人材センターのほうで

必要に応じて講習をしておるところでご

ざいます。また、年１回総会をしており

ますけれども、その際には教育委員会事

務局の職員が出向きまして、安全に関す

る要望もしております。また、小学校３

年生が実施しております交通安全教室に

も自主的に参加をしていただいている状

況でございます。

○大澤千恵子委員長　岩見課長。

○岩見総務課長　耐震関連の件で答弁が

漏れておりましたので、申しわけござい

ません。

　大規模改修ですね、耐震工事と大規模

改修、中にはトイレ改修ということで、

今まで同時にしていくんだということで、

どうかということでございます。委員おっ

しゃるとおり、今まで耐震工事とトイレ

改修と同時に施工していきたいというふ

うに申し上げてまいりましたが、昨年の

モルタルの落下を受けまして、やはり子

どもの安全を第一に考えるということで

あれば、劣化しております外壁等の改修

が優先されるということで、トイレの改

修を取りやめ、外壁改修のほうを優先さ

せていただいたということでございます

ので、全ての工事が終わった後、学習環

境の向上ということで検討したいと思っ

ておりますので、よろしくご理解をお願

いいたします。

○大澤千恵子委員長　野本課長代理。

○野本教育政策課長代理　教員の多忙化

に関わります２回目のご質問にお答え申

し上げます。

　教員の不足、講師の不足につきまして

は、教職員人事におけます最重要課題の

一つとして捉えております。本市だけで

なく、府内の都市教育長協議会及び都市

教職員人事主担課長会におきまして、府

内各市団結して学級定数の引き下げ学年

の拡大、また、生徒指導等加配定数の増

加、さらに管理職を含めた教員の待遇改

善について、国や府に強く要望をしてい

るところです。

　勤務実態につきましては、各校におい

て教員一人一人に貸与しておりますパソ
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コンを活用し、自己申告制の形で実績簿

の作成を行い、校長が心身の健康のため

のきめ細かい教員の実態把握を行ってお

ります。また、必要に応じまして市教委

へ報告することとしております。

　今後さらにきめ細かい把握ができるよ

うに、工夫改善に努めてまいりたいと考

えております。

○大澤千恵子委員長　若狭課長。

○若狭教育政策課長　学力調査に関わり

ますご質問にご回答申し上げます。

　大阪府の学力・学習状況調査の、まず

実施方法についてでございます。毎年参

加しないといけないものか、悉皆調査で

なければならないのか、抽出で十分では

ないのかといった点でございますが、大

阪府の学力・学習状況調査の目的は３点

ございまして、簡単に申しますと、１点

目が市教委等の実施します教育施策、及

び教育の成果と課題を把握するというこ

とでございます。私どもが実態を把握し

て改善を図ること。２点目が、各学校が

学習状況の実態を把握する。それに応じ

て改善を図るということでございます。

３点目が、子どもたち一人一人がみずか

らの学習状況を正しく把握して目標を立

てるということでございます。

　この２点目、学校が把握する。３点目、

子どもたちがみずからの力を把握すると

いうことで、公平に全児童生徒、同じ学

年の児童生徒が、その目的を達成するた

めには、やはり悉皆調査でなければなら

ないと考えます。

　また、１点目の教育委員会が市全体の

傾向を把握する。確かにこれは抽出調査

でも傾向を把握することはできるかもし

れません。ところが、１回目のご質問で

お答えしました全国の学力・学習状況調

査が、今回抽出で行われました。本市の

規模でいいますと大体３割程度。これで

計算しますと小学校３校ぐらいかな、中

学校は１校ないし２校かなということに

なりますが、果たしてこの結果が市全体

の傾向であると言っていいのかというと

ころは非常に考えました。やはり私ども

の規模で、小学校１０校、中学校５校で

申しますと、抽出調査で市全体の傾向は

つかめないのではないか。そういう意味

でも悉皆調査に参加するのが望ましいと

現時点では考えております。

　また、それぞれの学校の課題、あるい

は市全体の学習状況の課題、これを考え

ますと、まだまだ乗り越えなくてはなら

ない、克服しなくてはならない課題が多

うございます。そういう意味では１年１

年の積み重ね、分析から始まった１年１

年の積み重ねがどう生きているか、まだ

まだ遅々として進んでいない部分もござ

いますので、今のところ、やはり毎年こ

の調査には参加する必要があると考えて

おります。

　ご質問の２点目、今年度行われました

大阪府の学力・学習状況調査、子どもた

ちへ返却する個票ですね、これに学校別

の平均正答率、いわゆる平均点が同時に

記載されたこと。いわゆる個票問題です

が、これについてご説明いたします。

　当初の実施要領には、学校別の平均点

の記載は記載されておりませんでしたの

で、途中でこの実施要領が変わったわけ

でございます。平成２４年２月の頭だっ

たと思いますが、教育長協議会並びに指

導主管課長会で、個票に学校別の平均点

を記載するような要領案が示されました。

要領が変わりましたので各市に、参加意

向を改めて府教委から問い合わせがござ

いました。

　前回の文教常任委員会でも答弁いたし

たとおり、教育長協議会でありますとか、

指導主管課長会で、その個票の改善につ
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いては申し入れをしてきたところでござ

います。その間、当初予定でございまし

た市の平均点、あるいは大阪府全体の平

均点、これは個票に記載しないで、本人

の点数と学校だけの点数を記載するとい

うふうに一定改定はされました。

　学校の平均点がひとり歩きをして、一

覧表となって第三者の手に渡らないか。

実施要領で望んでいない、そうした公表

が行われないか。そうした危惧がござい

ましたので、いろんな取り扱い注意、こ

れをもって行おうということの上、改め

て悉皆調査の意義を見出しながら参加確

認をいたしました。

　３月の終わりの教育委員会で改めて参

加についても論じていただきました。私

どもの示す原案に従いまして、一定、個

票については取り扱い注意を促す必要が

あるが、悉皆調査であること等の目的に

沿って参加するということが決まりまし

た。

　返却に合わせまして、個票を改めて確

認いたしましたけれど、府教委のほうで

これは当該の児童生徒及び保護者に対し

て在籍の学校の資料をお渡しするもので

あって、第三者への提供は行わないよう

に一文も入りましたし、校長名で１５校

とも、「この取り扱いについては注意願

いたい」と保護者向けの文書も用意いた

し、配付したところでございます。

　現時点では、この個票に記載されまし

た学校ごとの平均点、これのひとり歩き

によります苦情等、あるいは学校からの

情報提供、こうしたものは受けておりま

せん。

○大澤千恵子委員長　小林課長。

○小林こども教育課長　こども教育課に

係りますべふこども園の混合クラス、ま

た、現時点での課題についてでございま

す。

　保育所、幼稚園を一体的に運営してお

りますべふこども園では、４歳児、５歳

児ともに混合クラスが望ましいと考えて

おります。しかし、平成２４年度はべふ

こども園１年目ということもあり、４歳

児、５歳児とも従来どおりの別々のクラ

スとしております。

　現在、こども園では保育所、幼稚園の

保護者の方、また職員、事務局で構成い

たします「べふこども園つながり会議」

というのを月１回をめどに開催をしてお

り、その中ではさまざまな意見交換をし

ております。その中で、混合クラスにつ

いても協議し、議論しました。また、現

場で働きます、実際に４歳児、５歳児の

保育に当たっている職員、園長、所長も

含めて混合クラスについても話をいたし

ました。その中で、この２４年度、まだ

１年間終わってない時点で、２５年度当

初からの混合クラスについては見送り、

２５年度は従来どおり別々のクラスとす

ることといたしました。

　ただ、平成２６年度からは先ほど言い

ましたべふこども園というメリットを生

かす中で、４歳児については、幼稚園の

子どもが４歳児で初めて集団生活に入ら

れる。また、保育所、幼稚園ともに在園

時間も違います。それぞれの保育所、幼

稚園というところを大事にしながら、グ

ループ保育などで交流を深めていきたい

と思っておりますので、当面の間、別々

のクラスで、４歳児については行こうと

考えております。ただ、５歳児につきま

しては、別府地域の子どもたちがクラス

の壁を越えて、さらに仲よくなって小学

校に行っていただきたいことから、４歳

児のグループ保育等も踏まえて、混合ク

ラスとしてまいりたいと考えております。

　２６年度からの５歳児の混合クラスの

実施につきましては、べふこども園のつ
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ながり会議に加えまして、事務局、また

現場の職員で構成いたします混合クラス

検討会議というのを立ち上げました。こ

の会議の中で、子どもたち、保護者にとっ

て、べふこども園になってよかった、混

合クラスとなってよかったと思ってもら

えるようなクラス運営となるように取り

組んでまいりたいと考えております。

　現時点での課題でございますけれども、

本年７月にべふこども園の全ての保護者

の方を対象としたアンケート調査を実施

いたしました。その中では、べふこども

園の保育所、幼稚園のお母さん方が感じ

られている課題、例えば制服や体操服、

通園かばんといった持ち物のことであっ

たり、卒園アルバム、また運動会といっ

た行事の持ち方、また、細かい持ち物に

対する購入の負担、そういったところで

いろいろ意見が違う部分もありました。

こういった部分についても、先ほど申し

ました月１回のつながり会議の中で、一

つずつ丁寧に説明をするなり議論する中

で、最終的にどうしていったらいいのか

といったことを決めていっております。

　また、べふこども園では、保育所、幼

稚園の区別なく、各年齢の年間計画や月

間指導計画、週間カリキュラムを作成し

て、子どもたちがいる時間帯は違います

けれども、保育所、幼稚園の子どもたち

に同じ保育教育課程を提供するようにし

ておりますので、今後もべふこども園の

一体運営のメリットを生かした園となる

ように取り組んでまいりたいと考えてお

ります。

○大澤千恵子委員長　柳瀬課長。

○柳瀬生涯学習課長　それでは、図書館

に関します２回目のご質問に関しまして

ご答弁させていただきます。

　まず、鳥飼図書センターの平成２３年

度の貸し出し冊数が減っているという件

でございますけども、過去６年間の貸し

出し冊数を分析させていただきましたと

ころ、蔵書に関しましては、ほぼ一定で

ありますが、貸し出し冊数が数千冊単位

で増減している傾向があります。ある年

は５，０００冊ぐらい減っていたり、翌

年には３，０００冊ふえていたりという

傾向がありまして、実は、市民図書館と

鳥飼図書センターの貸し出し冊数の増減

が連動している傾向がございます。

　私が分析しますところ、恐らくですが、

例えばベストセラー本などが出たときに

は、その年には貸し出し冊数がふえて、

そうでないときには減るというようなこ

とで、数千冊単位で増減があるのかなと

いうふうに考えております。何かがあっ

て減ったということではなくて、世間の

流行とか、そういうもので増減している

のかなというふうに考えております。

　平成２３年度、市民図書館が貸し出し

冊数がふえております件でございますが、

これに関しましては、平成２２年１２月

にインターネット予約が開始しておりま

す。それの本格稼働が２３年度に本格稼

働しておりまして、そこでの貸し出し冊

数の増加が市民図書館に加算されている

ものと思われます。

　あと、年度別の貸し出し人数でござい

ますけども、鳥飼図書センターは平成２

３年度は３７３人の微増で、市民図書館

に関しましては７，２００人増となって

おりますが、こちらに関しましても、先

ほどのインターネット予約の登録者が市

民図書館のほうに登録されている関係上、

大幅増というふうになっていると思われ

ます。

　鳥飼図書センターの特殊性ということ

でございますが、大きな違いといたしま

しては、やはり蔵書数の違いかなという

ふうに思っております。市民図書館は蔵
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書数１３万５，０００冊、鳥飼図書セン

ターは６万９，０００冊となっておりま

して、市民図書館のほうは主に専門書の

ほうが多くございます。鳥飼図書センター

は、やはり蔵書の上限がありますことか

ら、どうしても最新本がメーンとなって

いるかと思います。そのため、市民図書

館の利用者に関しましては、いわゆる調

べ物でありますとか勉強のために訪れる

方が多く、また、鳥飼図書センターにお

きましては、地域の住民の皆様の読書の

場としてのご利用をされる傾向が多いの

かなというふうに思っております。

　続きまして、モニタリング評価の件で

ございますが、ぎりぎりＣ判定というこ

とで、この評価結果に関しましては、我々、

指定管理者ともども、真摯に受けとめて

おります。

　しかしながら、指定管理者移行１年目

ということでございまして、とにかくト

ラブルのないよう、利用者に迷惑のかか

らないよう、継続的なサービスを目指し

ており、バックヤード等の見えない部分

での改善が主でございまして、すぐにそ

の判定につながるような改善というのは、

１年目に関しては少し見えない部分があっ

たのかなと考えております。

　しかしながら、やはり指定管理者の性

質を生かしまして、特に人事異動等がご

ざいまして、他市の図書館に勤務してお

られる方が摂津市の図書館に異動で来ら

れたり、また、摂津市の図書館で経験を

積まれた方が他市に行かれるというよう

な人事異動がございまして、これは広域

的なノウハウの共有につながるものと考

えております。これは自治体直営では難

しいことでございます。指定管理のノウ

ハウを生かすという意味で、他市の先進

的な事例、もしくは他市のノウハウなど

を生かせるような図書館運営が、今後で

きるものと考えております。

　来年以降は、よりよいモニタリング評

価結果を得られますよう、また、市民の

方のアンケート結果につきましても、よ

りよい結果が得られますよう努力してま

いりますので、よろしくお願いいたしま

す。

○大澤千恵子委員長　布川次長。

○布川生涯学習部次長　それでは、体育

施設に関します利用者の声を生かす方策

というご質問でございます。

　体育施設も指定管理をいたしておりま

して、指定管理者も適切に施設管理をし

ていただいているものと考えております。

　また、文化スポーツ課も２か月に１度

のペースで施設を巡回しており、状況の

把握に努めております。

　また、施設ごとに管理人や指導員がお

られます。また、貸し出し窓口において

も利用者からたくさんの要望をいただい

ておるように聞いております。中には早

期に対応できるもの、できないものがご

ざいますが、早期に対応できるものは即、

対応させていただき、また、財政的な問

題が生ずる場合もございます。そういう

場合も含めまして、まず安全性を第一に

計画的に改善を進めてまいります。

　利用者の声に関しましても、できるだ

けコミュニケーションをとりながら、ま

た、継続的な利用の方が多うございます

ので、そういう方のお声を常に聞けるよ

うな体制をとっていきたいと考えており

ます。

○大澤千恵子委員長　安藤委員。

○安藤薫委員　機構改革についてです。

　大きな組織の再編、改編でありました

し、業務の内容も多岐にわたっている中

でございます。人数もやっぱり業務がふ

えて、特に子どもに関わる問題、教育に

関わる問題というのは、効率一辺倒では
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かれるものでないというのは、お互いの

共通認識だと思います。そういう点では、

この機構改革が本当に生きたものになる

ように努力をしていただきたいと思いま

すし、同じ部署になったことによって、

逆にブレーキのかかる、物が言いにくい

ことがないようにしていただきたい。要

望しておきたいと思いますし、今後もま

た注目していきたいと思います。

　教育施設劣化対策、耐震補強について

ですが、１点だけ聞きます。劣化対策に

ついては、やはり長年この施設管理にお

いて、日常の維持、チェック等が教育委

員会だけでなく、全庁的にやっぱりおろ

そかになっていたという反省点が、今回

の２３年度の相次ぐ落下事故につながっ

たと思います。本当にけが人がなくてよ

かったですし、これをこれからにぜひ生

かしていくということが大事ですし、そ

のためにチェックシートがつくられ、建

築課の説明会が開かれて、８０人ぐらい

ですか、集まってやっておられる。それ

が日常の学校や公共施設の中で施設管理

者がどのように生かしていくことができ

るのかというのが、これから問われてい

くのかなと。

　ましてやＤランクにしてもＣランクに

しても危険だと言われている劣化建物に

ついて、平成２７年ではなかなかやっぱ

り難しいなというような状況であります

から、この維持点検、それから危険箇所

の安全チェックというのは大事なことだ

と思います。そういう点では、その点の

チェックシートのあり方について、まだ

１年たってませんが、この間の集約等ご

ざいましたら教えていただきたいと思い

ます。

　以上１点です。

　給食につきましては、アレルギーの問

題でも学校任せにしないで、教育委員会

で統一のガイドラインをつくられていく

ということであります。課長がおっしゃ

られたように、統一のガイドラインをつ

くることによって大きく後退をしてしま

うというようなことになっては、これま

で培ってきた摂津の学校給食にとっては

非常に不幸なことと思いますし、そもそ

も学校給食の性格からして、アレルギー

を持った人にもきちんと対応できるよう

に努力するというのが本来の趣旨だと思

いますので、ガイドラインの作成の中で

は、今以上にきめ細やかな安全な給食に

向けた努力をしていただきたいと要望し

たいと思います。

　それから、中学校給食の検討会につき

ましても、いろいろ意見の違いや立場の

違いもあるかと思いますが、少なくとも

アンケートをやり、そしてそれを受けて

検討会議をやっていくわけです。今まで

最初から関わっていた人、今回から関わ

る人もいらっしゃるでしょうし、学識経

験者の専門的な知見も述べられることだ

と思いますし、それを期待して傍聴に来

られる方もいらっしゃると思います。参

加される方や傍聴に行く市民が、合意と

納得の上でのきちんとした議論を図られ

るように、事務局としてはそういう運営

をしていただきたいことは要望しておき

たいと思いますので、よろしくお願いし

ます。

　保育所につきましては、なかなか一朝

一夕で解決できるような問題ではござい

ませんが、計画的な実施、保育需要に応

える施策を進めていただきたい。とりわ

け、やっぱり公的保育という責任は摂津

市にあるわけですので、主体的な計画を

立てていっていただきたい。公立保育所

の正雀保育所の建て替えも含めて、検討

も進めていっていただきたいと思います。

要望します。
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　通学路につきましては、お話しいただ

いて、もちろん５４か所全てに専従員を

置くということは、それはできませんし、

それが決していいことではないというふ

うに私も思っています。やっぱり地域の

方々、保護者、そして子どもがみずから、

どこが危険なのかというのを把握をして

いきながら、意識を持って取り組んでい

くことが大事だと思いますし、同時に３

者合同での安全点検をやりました。これ

は一般質問でも要望で申し上げましたけ

ども、警察や道路交通課などとも一体と

なって進めるべきものです。

　道路の拡幅が無理な場合でも、例えば

交通規制があるのに守られてないような

道路であれば、教育委員会が主体的に、

警察に対して取り締まりを強化するよう

に求めるということは非常に大事なこと

だと思います。改めてご答弁は結構です。

２度目の要望です。一般質問でも要望し

ましたので、改めて強調しておきたいと

思います。

　教員不足等についてです。実態調査に

ついては、なかなか摂津市として実態調

査する云々というお話はなかなかご答弁

をいただけないようなんですけども、やっ

ぱり今の現状の下で、それぞれの現場任

せになっていれば、やっぱり目の前の子

どもの対応、それから授業の準備、学校

の業務、報告事項にとられてしまって、

どこかで線を引いて実態を調査するとい

うのを、きちんと組織を挙げてやらない

と、正確な把握というのは、私は難しい

んじゃないかなと、私自身の経験からも

そう思うんですね。大変な業務を担って

おられるからこそ、きちんと教育委員会

としたら労務管理、それからそれぞれの

教職員の健康管理をしていく上でも、勤

務実態調査というのを市としてやるべき

だというように思います。その点、もう

一度ご答弁をお願いします。

　学力テストについては、これも何度も

議論をしております。府の学力テストの

目的を三つおっしゃいましたけれども、

府の学力テストがその目的に本当に合っ

ているのか、授業時数の問題や学校行事

との関係や、子どもたちや学校現場での

負担ということをてんびんにかけたとき

に、本当に必要なのかというのは、甚だ

私は疑問だと思っています。これは私の

意見として申し上げておきたいと思いま

す。

　こども園につきましては、引き続き上

からの決めつけでの議論ではなくて、つ

ながり会議等で一つ一つを順番に粘り強

く検討して、よりよい保育ができるよう

に頑張っていただきたいと要望しておき

たいと思います。

　図書館でございます。貸し出し冊数が

減っている点というのは理解しました。

インターネットの貸し出しが市民図書館

のほうに加算されているということだと

思います。

　指定管理者制度そのものは、もう言う

までもなく業務の改善をしていく。サー

ビスを後退させることなく業務の改善を

するというのが一番の目的で、総務省の

通知にもありました。摂津市全庁を挙げ

て、指定管理者のあり方検討会も開かれ

ていた中で、私、議事録を見ていますと、

図書館を請け負っていた、委託を受けて

いた施設管理公社の方が、サービス面で

は負けているつもりはないというような

発言をされているのが議事録に載ってい

ました。本来、先ほども申し上げました

ように、社会教育の分野というのは、市

が直接的に責任を持つべき分野であって、

今おっしゃいましたように、他市の図書

館の経験を持っている方が異動すること

によってノウハウを全体のものにすると
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いうふうなメリットをおっしゃいました

けども、これは指定管理者じゃなくても

直営でもそういったことは十分可能だっ

たのではないかなというふうに思います

し、図書館の指定管理者だけでなく、体

育施設の指定管理者のあり方についても、

外郭団体との関係についても、一定の方

向性が先日報告されましたけども、本来、

市としてやるべき責任を持つべきものを

直営でやれるようにしていくことも、やっ

ぱり頭に入れてやっていっていただきた

いなということを申し上げておきたいと

思います。

○大澤千恵子委員長　岩見課長。

○岩見総務課長　劣化に伴い、ことしの

２月に建築課が主体となりまして施設の

日常点検ということでの研修会をしてい

ただきました。学校管理職、校長先生、

教頭先生の方々、それと学校の校務員も

参加できるところは参加させていただい

て、どういったところを目視でチェック

していくのかというところも研修させて

いただいて、学校のほうにも通知を出し

ていただいて、そのチェックシート等に

基づきまして、日常の点検をするよう指

示をさせていただいたところでございま

す。

　その後、この夏の大雨等がございまし

た。雨漏り等の報告も何か所か報告を受

けております。雨漏りがするということ

は、それだけの亀裂が入っておって雨が

漏ってきてるということで、我々といた

しましても、できる限り早いうちに雨漏

りの修繕等も進めてきているわけでござ

いますけれども、どうしても、今も設計

もしておるところの学校もございます。

そういった中で、少し長い期間を要して

おるところもございますけれども、でき

るだけ学校のほうの日常の点検でいただ

いたものにつきましては、危険と思われ

る箇所については建築課とも協議をしな

がら危険のないよう、子どもにけがのな

いよう進めてまいりたいと考えておりま

す。

　あと、どうしても我々、学校の職員も

建築的には素人的なことがございます。

３年に１度は法定点検ということで、特

殊建築物の定期検査を行っております。

その中では一定、コンクリートの剥離部

分とか鉄筋の露出といった部分が報告書

で上がってまいります。その点につきま

しては、その都度、小規模ではございま

すけれども修理をしてまいったところで

ございますけれども、今後、耐震とあわ

せてということでございますけれども、

そういった危険な箇所については直ちに

修理のほうを進めてまいりたいと考えて

おります。

　チェックシートの活用ということで、

今後もまた重ねて学校のほうにも通知を

してまいりたいというふうに考えており

ますので、よろしくお願いをいたします。

○大澤千恵子委員長　前馬次長。

○前馬次世代育成部次長　教員の勤務実

態調査に関わってのご質問にご答弁申し

上げます。

　勤務につきまして、この線引きという

のが非常に難しい現実がございます。ど

こまでが果たして勤務時間なのか、持ち

帰り仕事は勤務なのかどうなのか、その

他、研修等も含めて線引きが難しい現状

がございます。そういった中で、いわゆ

る勤務実態調査を行うことは非常に困難

でございます。ただ、在校時間がどの程

度であるか、勤務時間とは申してはおり

ますが、その調査に、現在、各校で入っ

ているところでございます。

　とはいえ、教員が心身ともに健康に安

心して勤務できることは非常に重要なこ

とでございます。そのようなご趣旨での
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質問だと捉えておりますので、教員がよ

り健康に安心して勤務できるために、ど

のような方策が講じられるのか、今後と

も検討してまいりたいと考えております。

○大澤千恵子委員長　安藤委員。

○安藤薫委員　就学援助のことが漏れて

おりました。

　第１回目の支給日のことで、他市のこ

とも今、報告いただきました。いろいろ

検討もしていきたいということでござい

ますので、これは要望ですが、やる方向

で、できる方向できちんと実施している

ところを研究して、具体的に検討してい

ただきたいと要望しておきたいと思いま

す。

　それと、今の勤務実態調査の趣旨は、

前馬次長がおっしゃる意味で質問してお

りますけども、２００７年に文科省が調

査をやっておられるわけですから、摂津

市でもできないこともないと思いますの

で、今後の課題として一回考えていただ

きたいと要望しておきたいと思います。

　終わります。

○大澤千恵子委員長　安藤委員の質問が

終わりました。

　川端委員。

○川端福江委員　それでは、何点か質問

させていただきますが、安藤委員と少し

重複するところがありますけれども、ご

了承いただきたいと思います。

　まず、私は決算概要で質問しますので、

よろしくお願いします。決算概要の１４

０ページ、安全対策事業でありますけれ

ども、１，５６０万１，０００円という

予算現額に対し１，４３８万９，００８

円が決算額として計上されております。

ここの備考のところにも書かれてありま

すが、各小学校、幼稚園に受付員を配置

と。ここは皆さんにご協力をいただいて

いることでありますけれども、本当にこ

れが問題なくスムーズに現在行われてい

るのか。ご高齢、また移転等でおやめに

なった方を聞いておりますので、心配を

しております。

　２点目が、新入学児童等への防犯ブザー

貸与でありますけれども、これは小学校

６年生の時に返却しないといけないと思

うんですけれども、これをされてないよ

うに思うんですけど、その点について、

教えていただきたいと思います。

　次、同じく１４０ページの子育て支援

課の小中学校通学区事業でございます。

これは通学路の危険箇所ということで、

私も一般質問でさせていただきましたが、

もう一点、質問するのを忘れておりまし

て、一番大事なことでありますが、それ

はこの通学路の安全点検は、もう継続的

に当然ですけど行わなければならないも

のなんですよ。今後、一過性のものでは

いけないということで、今、国のほうか

らもそういうお達しがあり、また１１月、

１２月に危険箇所の点検等の報告をする

という、私も一般質問でさせてもらいま

したけど、本当にそれだけで終わっては

いけないと。今後どういう形で継続をし

ていくお考えなのかということをお伺い

したいと思います。

　３点目は、１４２ページの教育推進課

の施設維持管理事業であります。金額は

３２０万７，７７２円という数字が計上

されております。これは教育センターの

維持管理の経費であると書かれておりま

す。この教育センターについては、教育

研究所の機能を強化して、きめ細やかな

相談体制の強化や、摂津市の教育環境の

向上と、子どもたちの学力向上につなが

るよう、組織の強化や施策の充実を図る

というふうに理解しておりますが、そう

いったことは当然求められてると思うん

です。この１年間で役割を果たされたの
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かどうかということをお聞きしたいと思

います。

　４番目が、この同じく１４２ページの

児童相談課の教育相談事業であります。

これは不登校等の教育相談や心理治療に

要する経費と書かれて、１，７３７万７，

９０６円が計上されておりますけど、こ

れは平成２３年度の主要事業にも載って

おりましたが、この適応指導教室パルに

おいて、不登校児童生徒を直接指導して

いくということで、大阪府の職員２名と

いうふうに書かれてありましたが、これ

は小中学校でこういった方が何人おられ

るのかということをお聞きをしたいと思

います。

　５番目が、１４４ページの教育政策課

の国際理解教育推進事業です。８８３万

５，５８２円が計上されておりますけど、

これは小中学校英語指導助手派遣という

ことでありますが、備考にも書かれてあ

りますように、国際理解教育に関する社

会人講師等の経費とありますけれども、

何人でどのような形で実施をされたのか

教えていただきたいと思います。

　６番目が同じく１４４ページの使える

英語プロジェクト事業で、これは新規事

業となっておりますけれども、国際理解

教育推進事業と使える英語プロジェクト

事業との関連が１点、もう一点は、英語

教育の支援員を追加配置をして、教員の

英語指導力向上の研修、教材開発を行い、

小中学生の英語力の向上を図るとありま

すが、モデル中学校校区にネイティブ派

遣ということで、備考のところにあるわ

けですけれども、これは第一中学校だと

聞いておりますけれども、この１年間の

成果ということについて、その２点をお

聞かせいただきたいと思います。

　次も同じく、１４４ページの学校読書

活動推進サポーター配置事業であります。

これは、小中学校に読書サポーター派遣

とありますけれども、事務報告では１６

名となっております。この１年間の成果

はどうだったのかということを教えてい

ただきたいと思います。

　８点目が、１４６ページの学校教育相

談員配置事業、新規事業でありますけれ

ども、これは退職された教職員の方が初

任者等の教職員の育成にあたるというも

のでありますけれども、この事業はスムー

ズに行われているのか、人数等、内容を

詳細に教えていただきたいと思います。

　次に９点目、１４６ページのスクール

ソーシャルワーカー等活用事業でありま

すけれども、事務報告に各中学校の派遣

回数が記載されておりました。年間から

割り出しますと、月二、三回なんですね。

この状況で、いじめ、不登校の解決がで

きているのか、できるのか心配なんです

けれども、事務報告では教育相談の回数

が、不登校は５０７回、いじめは４回で

した。この数字をどのように分析されて

いるのか、先ほどもいじめ・不登校対策

委員会を設置しているということをお聞

きしましたけど、改めて答弁を求めたい

と思います。

　１０番目が、１５６ページの幼稚園管

理運営事業であります。これは先ほども

答弁がありましたが、あえてお聞きした

いと思いますが、せっつ幼稚園に続いて、

とりかい幼稚園においても、通常の保育

時間終了時から午後４時までの預かり保

育を実施をされていますが、反響はどう

なのかということを、もう一度お聞きさ

せていただきたいと思います。

　１１番が、１６０ページの子育て支援

課の学童保育事業です。これも重複して

申しわけありません。入室児童等が限り

がありますが、この１年間で保護者の皆

さんの要望に応えられたのかということ
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をお聞きしたいんです。

　先ほども待機児童が自然解消になった

経緯がありましたけれども、解消しなけ

れば保護者はまたお困りの状態になるわ

けですし、待機児童がいる状態になって

しまいますので、たまたまそれはうまく

解消されたわけですけども、自然解消と

言うべきなんでしょうけど、その点につ

いて、風の便りにふらふらと行ったんで

はだめだと思いますので、きちっとした

手だてが必要だと思いますので、その点

についてお聞かせいただきたいと思いま

す。

　１２番目が、１４４ページの学力定着

度調査事業であります。これはまた観点

を変えてお聞きしたいと思いますが、先

ほども本当に毎年参加する必要があると

いう熱いメッセージが、ご答弁がありま

したが、この調査結果の概要が出されて

います。これも私、見ておりますが、こ

れはこれで調査が無駄にならないように、

ぜひ活用していただきたい。これは近々

のことですけども、１１月９日に大阪市

が土曜授業を導入するというのを発表し

ました。これは学力低下のためとしてい

ます。ゆとり教育の見直しで来年度から

１０年ぶりの復活だということで、新聞

に載った分でありますけれども、この決

算にはふさわしくないでしょうけれども、

この調査結果を踏まえて、本市としての

思いを少しお聞かせいただけたらなと思

います。

　１３番目は、１６０ページ、青少年ゆ

め・感動体験事業、新規事業であります。

金額は３６１万１，７８７円の計上がな

されておりますが、子どもが感動できる

イベントの実施とありますけれども、平

成２３年度はどうだったのかということ

をお聞かせいただきたいと思います。

　１４番目が、１４２ページの教育推進

課の研修事業であります。これはどのよ

うな研修をされているのか、防災につい

ての研修はされたのかということを特に

お聞きをしたいと思います。

　以上、１４点を質問させていただきた

いと思いますので、よろしくお願いしま

す。

○大澤千恵子委員長　暫時休憩します。

（午後２時４８分　休憩）

（午後３時２１分　再開）

○大澤千恵子委員長　再開します。

　岩見課長。

○岩見総務課長　それでは、川端委員の

ご質問に答弁させていただきます。

　まず、安全対策事業での小学校、幼稚

園での受付員の関係でございますけれど

も、現在、小学校、幼稚園で受付員とし

て活動していただいておりますのが、個

人ボランティアの方が２６名、団体とし

て登録させていただいている団体が４団

体ございます。その４団体が自治会の方、

それと有志による方々が２団体、それと、

シルバー人材センターということもボラ

ンティアとして活動していただいており

ます。合計で９１人で、今、受付のほう

を実施していただいているところでござ

います。

　委員ご指摘のように、転居をされたり

高齢化によって、受付の業務はぼちぼち

遠慮させていただくという方が近年、こ

こ２、３年ふえておりまして、そのあと

ですね、我々といたしましても、協働と

いう摂津市総合計画があります。協働と

いう意味からも、市民の方々のご参加を

願いたく、受付員の方々にもお願いをし

て募集をしているところでございますけ

れども、なかなか募集に応じていただけ

ないというのが現実でございます。

　そこで、今後、また、受付員の研修等

も実施させていただく中で、受付員のやっ
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てよかったところ等をどんどんアピール

させていただいて、積極的に市民参加し

ていただくように努力していきたいと考

えております。

　続きまして、防犯ブザーの件でござい

ます。

　この防犯ブザーにつきましては、平成

１６年度より貸与するということで、さ

せていただいております。当初は、小学

校でお渡しし、小学校を卒業されるとき

には小学校へお返しするということで運

用を開始し、中学校でお渡しして、中学

校を卒業するときにお返しいただくとい

うことで運用を始めたわけですが、１年

経過した後に、やはり紛失やきず等がど

うしてもいってまいります。そういった

消耗品的な部分がございましたので、次

年度に要領を改定させていただきまして、

小学生を通して在学期間中１回限りに貸

与するということで、変えさせていただ

きました。したがいまして、今、新しく

小学校１年生に入られますときに貸与と

いうことで、それを中学３年生まで持っ

ていただくということでございます。た

だし、やはり消耗品的な部分がございま

すので、１年を経過した防犯ブザーにつ

いては貸与者に無償譲渡するということ

で、要領のほうで書かせていただいてお

ります。

　この防犯ブザーにつきましては、管理

等につきましては、保護者の方々に電池

の交換等をお願いをしているところでご

ざいます。あと、防犯ブザーの鳴動の確

認もそうでございますけれども、学校で

行われております防犯対策の訓練の日と

かでは、この防犯ブザーの鳴動等の確認

をしていただいているというところでご

ざいます。

○大澤千恵子委員長　木下課長。

○木下子育て支援課長　それでは、子育

て支援課に係るご質問にご答弁申し上げ

ます。

　まず、一点目、通学路の安全対策の件

でございますけれども、川端委員ご質問

の合同点検につきましては、国からの通

知に基づき、教育委員会、道路管理者、

そして警察署などが連携して実施を行っ

たものでございます。

　本市では、８月に実施し、第２回目の

大阪府教育委員会への報告期限である１

１月末日に向けて、取りまとめをしてい

る段階でございます。

　合同点検のあと、１０月に学校を訪問

して意見交換を行いました。その際に、

報告をしていなかったけれども、ここも

危険ですとのご指摘をいただいた場所も

ございました。

　教育委員会としては、５４か所が全て

ではないという認識をしておりますし、

また、今後、すぐに対応が困難な箇所も

ございますけれども、各関係機関が情報

を共有した上で、問題意識を持つことが

必要であると考えております。したがい

まして、今年度のみで終わらせることな

く、継続した取り組みとなるように努め

てまいります。

　それと、学童保育の保護者の要望に、

どのように応えていくのかというご質問

でございますけれども、本市の低学年１

年生から３年生の児童数というのは、こ

こ数年で見ますと、平成２０年度をピー

クに減少傾向にあります。ただ、学童保

育室の入室率は逆に増加をしておりまし

て、結果的に入室を希望される児童の数

というのは、毎年大きな変動がなく推移

しております。

　教育委員会といたしましては、この入

室児童数を各学校ごとに推計するという

のは、非常に年度ごとにばらつきがあっ

て難しいのでございますけれども、平成
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２３年度には摂津学童保育室を整備をさ

せていただきました。また、平成２４年

度は学校の協力を得まして、鳥飼小学校

において作業室の一部を学童保育室とし

て整備をさせていただきました。

　また、味舌学童保育室と千里丘学童保

育室につきましては、今年度に設計を行

い、来年度に整備を行う予定をしている

ところでございます。

　児童が安心して過ごすことのできる場

の提供に、今後も努めてまいります。

○大澤千恵子委員長　前馬次長。

○前馬次世代育成部次長　教育センター

がこの１年間果たしてきた役割について

の問いに、まずご答弁申し上げます。

　教育センターには、ご承知のとおり、

二つの課がございまして、教育推進課で

は、主に初任者研修、あるいは１０年経

験者研修などの人材育成、また、体育、

保健の領域の指導、読書活動の推進にあ

たっております。

　児童相談課では、連携支援係そして家

庭児童相談室の二つから構成され、その

中で子どもに関しての多岐にわたる相談

にあたっております。

　教育推進課では、初任者研修におきま

して、学校教育相談員を配置しまして初

任者の育成に大きな成果をあげていると

ころでございます。人材育成に当たって、

教育推進課に相談すれば何かヒントを得

ることができる。学校にとってはそんな

存在になっていると思っております。

　また、児童相談課では、先ほどの答弁

にもございましたように、相談件数が大

変多くなっておりまして、虐待の問題、

不登校の問題、いじめの問題等含めまし

て、保護者からの様々な相談、時には児

童・生徒からの相談が、窓口を１本化す

ることで対応しやすくなっているという

状況がございます。

　学校からの相談ももちろんございます

が、子どものことに関わっての相談は児

童相談課、そのように認識いただいてい

るこの１年間だったと思っております。

　続きまして、学力向上に関わって、土

曜授業を実施することについての本市の

考え、思いのことに対しまして、ご答弁

申し上げます。

　平成１４年度から学校週５日制がスター

トしました。早いもので１０年たったわ

けでございます。昨年、小学校、そして、

また、今年度、中学校で新しい学習指導

要領の全面実施が行われまして、授業時

数もふえました。そのような中で、先ほ

ど述べられていた大阪市の土曜授業の実

施、さらに、さかのぼれば東京都等でも、

土曜授業が実施されてきたわけでござい

ます。授業時数が適切に確保されるため

に、どのような対策を取るか。これは各

自治体とも悩んでいるところではござい

ますが、本市におきましては、平成２２

年度から長期休業を短縮しまして、授業

時数の確保に努めてきたところです。今

年度は、小中とも今年度から夏休みを大

きく短縮しております。

　もちろん本市といたしましても、授業

時数の確保は必要なことでございますし、

先ほど申しましたような、長期休業を短

縮することで確保するとともに、行事の

精選であるとか、そのようなことも行い

まして授業時数を確保することが学力向

上の前提だとは捉えております。

　文部科学省の考え方といたしましては、

土曜授業はあくまでも地域住民や保護者

に学校を公開する、開かれた学校づくり

の一環という位置づけでございます。こ

の趣旨は非常に大事なことだと考えてお

りますし、子どもたちが土曜日、日曜日

にいかに地域、家庭で過ごし、そして学

習習慣等も身につけていくかは、重要な
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ことであると考えております。したがっ

て、現在、土曜しゅくだい広場の取り組

み等を行っており、授業を土曜日に行う

ということは現在、考えておりませんが、

土曜日、日曜日に子どもたちが充実した

家庭や地域での生活が送れるように、今

後も検討してまいりたいと思っておりま

す。

○大澤千恵子委員長　北橋課長。

○北橋児童相談課長　児童相談課に関わ

るご質問にご答弁申し上げます。

　まず、不登校対策に関しての適応指導

教室及び職員の教育相談等の取り組みに

ついてご答弁申し上げます。

　適応指導教室「パル」での取り組みは、

不登校児童・生徒の学校復帰を最大の目

標としまして、心の居場所と体験を保証

しまして、自己回復力を高める取り組み

を行っております。

　平成２３年度までは、市より配置いた

だいております教育指導嘱託員と、府か

ら配置をいただいておりました非常勤講

師の２名で対応してまいりましたが、平

成２４年３月をもちまして府の非常勤講

師の任期が満了いたしまして、退職とな

りましたので、平成２４年度からは、市

費教育指導嘱託員２名を配置して対応さ

せていただいております。適応指導教室

の活動につきましては、基本的には不登

校の児童・生徒に教育センターのほうに

通っていただくことを基本としますが、

学校に登校して時々休んだりとか、登校

できる日もあるという場合ももちろんあ

りますので、できるだけ学校に登校でき

る子どもは、学校での居場所を確保する

ことを重点に取り組んでおります。した

がいまして、毎日通室される児童・生徒

につきましては、人数的には多くありま

せん。平成２３年度につきましては、６

名の子どもが「パル」で１日過ごす体験

をしておりました。また、不登校児童・

生徒の皆さんの中には、コミュニケーショ

ン力に課題のある子どももいますので、

ソーシャルスキルトレーニングという新

たな取り組みも実施しまして、週１、２

回そのトレーニングに通って来られる子

どもが２名いました。また、心理治療も

行っておりますので、カウンセリングだ

けで通室して、日常的には学校に登校す

る子どもが６名いました。適応指導教室

のほうではこの２名の教育指導嘱託員と、

それから臨床心理士が２名、それから府

から配置していただいております教育セ

ンター配置の不登校対応の加配教員１名

が、適応指導教室の運営を行っておりま

す。ただ、まずは学校との連携が一番大

切かというふうに考えておりますので、

学校とケース会議をしながら、一人一人

の子どもの状態と課題を見きわめて、子

ども一人一人にどのような支援が一番適

しているかということを考えながら、学

校の実情にも応じた対応をさせていただ

いております。実際に相談件数が５０７

件という数にはなっておりますけれども、

適応指導教室だけ学校だけではなくて、

両方の連携を図りながら、また、教職員

やスクールカウンセラー等とも連携を図っ

ておりますので、それぞれきめ細かな対

応ができているというふうに考えており

ます。

　それから、続きまして、スクールソー

シャルワーカーの活用についてご答弁申

し上げます。

　スクールソーシャルワーカーは、中学

校区に１名配置しております。第五中学

校区は、大阪府教育委員会よりの配置の

スクールソーシャルワーカーでございま

す。他の中学校区につきましては、市の

ほうの配置をいただいております。

　スクールソーシャルワーカーの配置の
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最大の目的は、教育・福祉に関する知識

や技能を用いまして、児童・生徒の日常

生活や家庭状況、また、教職員の取り組

みを観察・理解し、丁寧な情報収集やア

セスメントに基づいた対応を行うことに

ありますが、スクールソーシャルワーカー

が直接何かをするのではなくて、スクー

ルソーシャルワーカーのコーディネート

によって、全ての教職員が自分たちの役

割をしっかりと自覚して、それぞれがチー

ムで、学校組織として一人一人のお子さ

んに対応をしていく力をつけていくとい

うことが最大の目的であります。そのた

め回数的には非常に少ない回数ではあり

ますけれども、平成２２年度から配置し

まして、学校の中で生じた課題に応じて

ケース会議を行いながら、スクールカウ

ンセラー、家庭教育相談員、関わってい

る全ての教職員がケース会議を行いなが

ら自分たちの役割を明確にして、学校全

体で支援が行えるようになったと考えて

おります。

○大澤千恵子委員長　若狭課長。

○若狭教育政策課長　それでは、国際理

解教育推進事業と使える英語プロジェク

ト事業についてご答弁申し上げます。

　まず、国際理解教育推進事業でござい

ますが、こちらには大きく二つの事業が

ございまして、一つが、国際理解教育に

関する社会人の活用、この事業でござい

ます。

　小中学校の総合的な学習の時間等での

国際理解教育における社会人派遣、それ

から、小学校の民族子ども会の活動指導

に伴います講師派遣、また、阪大の実施

します国際理解教育プログラムを活用し

て、阪大留学生との交流、これに伴う活

動。国際交流協会、国際理解教育ふれあ

い体験学習に伴う取り組み。こうしたも

ののうち、報償費が発生するものについ

て国際理解教育推進事業の報償金、これ

にてお支払いしております。

　二つ目の英語指導助手派遣業務委託料、

これがＡＬＴ、アシスタント・ランゲー

ジ・ティーチャーを小中学校に派遣する

ものでございます。

　小学校の英語活動並びに中学校の英語

科の授業、これに対しまして英語指導助

手を派遣するものでございます。中学校

は１０週間、五つの中学校とも１０週間

の派遣を行っております。

　小学校は年間１４回から１５回程度、

５、６年を中心とした派遣を行っており

ます。

　目指すところは、実際にネーティブな

英語の発音、この指導をいただきながら、

中学校では、英語科教員とのチームティー

チング、小学校では、担任を中心とした

英語活動の指導のチームティーチング等

によりましてコミュニケーションの育成

を図る。これを目指したものでございま

す。こうした実際に正しい発音でしゃべ

る力、これをさらに特化したものが、こ

の二つ目の使える英語プロジェクト事業

でございます。

　大阪府下５０の中学校区を府教委のほ

うで指定しまして、平成２３年から３年

間の事業でございます。この事業でござ

いますが、義務教育修了段階で自分の考

え、あるいは意見などを英語で伝えられ

る生徒、この育成を目指したものでござ

います。

　中学校では、特に聞く・話す・読む・

書く、この４技能のバランスの習得その

ものは、従来の授業でも学んできたとこ

ろでございますが、実際に学んだ英語の

力、これを使って表現して活用する。こ

うしたところまで求めるものでございま

す。

　本市では、委員ご指摘のとおり、第一
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中学校区、第一中学校、味舌小学校、摂

津小学校が指定を受けております。

　平成２３年度の状況でございますが、

府教委の主催します年間５回のワーキン

グ会議、これにて、そうした活用力、表

現力を高める授業はどうあるべきか。こ

うしたものも研究いたしました。また、

全５回の実践研究校の合同連絡会議、そ

れから、本市では、第一中学校、味舌小

学校、摂津小学校ともに研究授業を行っ

ております。特に１０月に行いました摂

津小学校の研究授業では、本市市内の小

中学校全ての担当者、それから中学校の

英語教員も参加いただきました。

　１年目の成果指標でございますが、英

語能力判定テスト、これを中学１年生が

受験いたしまして、５級相当、これを府

の目標では７割超えというところだった

のですが、本市では８０％を超えており

ます。

　平成２４年度は、対象学年を平成２３

年の５年生、６年生、中学１年生から、

中学２年生、中学３年生まで拡大して事

業を進めているところでございます。

○大澤千恵子委員長　撰田課長。

○撰田教育推進課長　教育推進課に関わ

ります質問に関しましてご答弁申し上げ

ます。

　学校読書活動推進サポーター配置事業

に関してですが、一日５時間といたしま

して、小中学校１５校に配置をしており

ます。週５日勤務ですので、毎日、読書

サポーターの配置を行っているところで

すが、１６名の内訳に関しましては、小

学校１校におきまして、５日の勤務を２

人で分けて勤務するという、平成２３年

度はそういう形を取っておりましたので、

一日当たりの読書サポーターの人数は、

１５校全て１人となっております。

　業務の内容としましては、学校図書館

を子どもが利用しやすいような環境づく

り。それから、図書館だより等情報発信

を保護者、家庭も含めて発信するという

ようなことを、サポーターとしてやって

いただいているところです。これまでの

成果といたしましては、休み時間等の利

用者数、それから貸し出しの冊数がふえ

ていることと、特に夏季休業中の利用者

数、貸し出し冊数がふえてきていること。

それから、大阪府の学力調査等のアンケー

トに、読書が好きであるというふうに答

えている児童・生徒が、府平均よりも多

いということと、一日当たりの読書時間

が多いというのも府平均を超えています

ので、このあたりが成果としてあらわれ

ているというふうに捉えております。

　続きまして、学校教育相談員に関しま

すご質問にお答えいたします。

　学校教育相談員は２名、教育推進課に

配置しております。主に各小中学校に巡

回指導という形で、こちらから出向いて

行って、学校現場で直接指導を行うとい

うことを行っております。昨年度の実績

といたしましては、年間延べ２０３回の

巡回指導を行ってまいりました。

　初任者等を中心としておりますが、経

験の浅い教員ということで、２年目、３

年目の経験の教員に対しても指導を行っ

ておりますが、経験の浅い講師の数も非

常に多くなってきておりますので、講師

のほうの支援も行っているところでござ

います。

　訪問巡回指導をする中で、授業に関す

ることだけではなく、授業を通しての子

どもに対する接し方ですとか、経験が不

足することで子どもや保護者とのトラブ

ルが起こらないような、そういうところ

の指導など、きめ細やかな指導が行われ

ているというふうに思っております。

　続きまして、研修事業に関するご質問
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にお答えいたします。

　研修に関しましては、教職員の研修は

ステージ別研修、経験年数ごとの必要に

応じた研修、それから課題別研修という

ことで、年間多くの研修を計画し、実施

しているところでございます。

　特に、防災に関する研修に関してのご

質問であったかと思いますが、大阪府と

連携しながら、防災教育に関する研修を

行ってきているところでございます。大

阪府の年間４回にわたりますシリーズ研

修に関しましては、３年計画で小中学校

１５校全校が参加するというふうな体制

で、今年度から平成２６年度までにわたっ

て全校受ける予定で、今、進めていると

ころでございます。それ以外に、市主催

の研修を１回だけということではなく、

継続して取り組んでいるところでござい

ます。とりわけ、今、特に重点的に防災

教育に関して行っているのは、命を守る

ことが大切であるということを研修とし

て教職員に訴えていること。それから避

難訓練のあり方が、今まで、大体、形が

決まっていたのが、いろんなことを想定

した避難訓練、時間であったり場所であっ

たり、例えば、参観日などのような保護

者が学校におられる場合での避難訓練等、

避難訓練のありように関して、今、早急

に各小中学校では改革を進めているとこ

ろでございます。

○大澤千恵子委員長　小林課長。

○小林こども教育課長　こども教育課に

関わります２点につきましてご答弁させ

ていただきます。

　まず、一点目、預かり保育の状況でご

ざいますけれども、預かり保育につきま

しては、週４日、２時から４時の間、家

庭的な雰囲気の中で先生や友達と楽しく

遊んだり、自分の好きな遊びを見つける。

また、幼稚園の教育課程内の保育の続き

を楽しむ。こういったことを目的に取り

組んでおります。

　平成２３年度は、せっつ幼稚園、とり

かい幼稚園で実施をし、せっつ幼稚園は

１回平均１７名、とりかい幼稚園は１０

名の利用がございました。

　預かり保育は、お仕事をされている保

護者が子どもを幼稚園に通わせたい。こ

ういった場合とか、少子化や核家族化に

よって同年代の子どもと遊ぶ機会が少な

い。異年齢の子どもと遊ぶ機会が少ない

といったことから、預かり保育に期待さ

れる保護者の方も多くおられると考えて

おります。今後も現場の幼稚園教諭を中

心に、内容の充実に努めてまいりたいと

考えております。

　次に、青少年ゆめ・感動体験事業の平

成２３年度の実施状況でございますけれ

ども、この事業はオリンピックメダリス

トの方、また、トップアスリートの方々、

芸術・文化関係でご活躍されている方に

摂津市に来ていただいて、摂津の子ども

たちに、自分自身が選手生活や芸術活動

を通して努力されてきたこと、また、小

学校、中学校のときに持っていた夢、そ

れに向かって頑張ったこと、あるいは苦

労したこと、選手生活等を通して、さま

ざまな方との出会い、喜びや感動、こう

いったものを自分の言葉で摂津の子ども

たちに伝えていただきたいと思って開催

いたしました。

　平成２３年度は、摂津高校で１２月４

日に、北京オリンピックの陸上銅メダリ

ストの朝原選手、元全日本バレーボール

監督の柳本さん、大阪エヴェッサの天日

ヘッドコーチ、こういった方を講師にお

招きいたしまして、キッズドリームスポー

ツチャレンジｉｎせっつを開催いたしま

した。この中では、子どもたちへの健康

チェックや保護者の方に対する食育セミ
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ナーといったものも、あわせて開催をい

たしました。また、１２月２３日には、

文化ホールに元阪神タイガースの矢野選

手に来ていただいて、「私の野球人生」

といった演目でご講演をいただいたとこ

ろでございます。

　子どもたちにとっては、一流選手の姿

を間近で見ることになりました。一層、

自分が頑張っているスポーツやチームで

のプレーを頑張っていこう、大会で優勝

を目指して頑張ろうといった気持ちになっ

てくれたことと思いますし、また、夢を

持つ大切さであったり、監督やコーチ、

先輩に対する尊敬、感謝の念というのも、

改めて実感してくれた事業になったと考

えております。

○大澤千恵子委員長　川端委員。

○川端福江委員　ありがとうございまし

た。

　それでは、順を追ってですけれども、

最初の安全対策事業でありますが、よく

わかりました。また、受付員の皆さんに

は本当にね、市民の地域ボランティア、

個人ボランティア、また、団体というこ

とで、９１名の方に今ご協力をいただい

ているわけですけれども、今後もぜひ地

域に、また、地域の市民の皆さんに強力

に働きかけて、この地域ボランティアで

継続実施をお願いしたいと思います。

　また、防犯ブザーの件もよくわかりま

した。これは小学校１年生のときにお渡

しして、あと中学３年生までということ

で、使えばきずもいきますけど、何かき

れいなままである方もおられるみたいで

すけど、ぜひこれを活用していただくた

めにお渡ししているわけであります。私

はあるお母さんから、物を大切にすると

いうことを教える意味で、もう全て終わっ

てからお返ししてはどうかということで、

これは貸与という言葉がありますように

ね、貸し与えるということでございます

ので、そこのところは私も理解をいたし

ましたし、また、保護者の方にもお伝え

させていただきたいと思いますので、よ

ろしくお願いします。

　あと、通学路の危険箇所の件でありま

すけれども、今年度のみではないと、５

４か所というそういった箇所がありまし

たし、もうそれが全てではないし、また、

今年度のみで終わらせないというご答弁

をお聞きしまして、安心をいたしました。

もうそのことをぜひとも一過性に終わら

せないでいただきたいということをお願

いしようと思っていましたので、ぜひ、

また、その言葉を実際に実行していただ

きたいと思いますので、よろしくお願い

いたします。

　３番目の教育センターの施設の維持管

理の件でありますけれども、よくわかり

ました。今後とも子どもたちの学力向上

につながるように、最大の努力をお願い

したいと思います。

　４点目の児童相談課の不登校の件であ

ります。

　適応指導教室「パル」において、今現

在、トレーニングに通う２名の方、あと、

また、６名の方がいらっしゃるというこ

とでありますけれども、本当に何らかの

理由で不登校になっておられると思いま

すし、私はいじめとの関連を心配するわ

けでありますけれども、しっかりと、ま

た、その子たちの相談に乗っていただい

て、楽しい学校生活までいきませんけれ

ども、学校生活を普通に送れるように、

また尽力をしていただきたいと思います

ので、よろしくお願いいたします。

　あと、国際理解教育推進事業というこ

とで、今ご答弁をいただきました。

　本当にぜひともまた今後とも、力を入

れていただいて、また摂津の子どもたち
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が国際人に育つようにお願いしたいと思

います。

　あと、使える英語プロジェクトであり

ますけれども、私、本当にこれはもう必

要だと思うのですよ。使える英語です。

だから本当にこの新規事業が出たときに、

「ああ、よかったな」という思いで、こ

の使える英語プロジェクト事業というの

を見ていたのですけれども、もう特にやっ

ぱりヒアリングというのが大切だと思い

ますし、これからもいろんな形で、もう

本当に笑い話ではありませんが、一杯の

コーヒーというのを、それこそ「かっぱ

のへ」と言えば、向こうで通じるという

ぐらいのそういうお話を聞いたことがあ

るのですけれどもね。日本で習っている

英語は、それこそ、本当に使える英語で

はないということを、私も薄々感じてお

りますし、いろんなところでお聞きして

いますので、ぜひこの使える英語を、ま

た、教えていってあげていただきたい。

また全校に広げていっていただきたいと

思いますので、よろしくお願いしたいと

思います。

　あと、学校読書活動推進サポーターの

配置事業でありますが、今ご答弁で各学

校に１名、あとプラス１名で、１６名だ

ということでお聞きさせていただきまし

たけど、これとは関係ないですけど、学

力定着度調査の結果を見ても、よく読ま

せていただきましたら、読解力のなさと

いいますか、これはもう読書の本当に重

要性を感じたのは、私一人ではないと思

うのですけれども、この第２次摂津市子

ども読書活動推進計画にありますけれど

も、これに基づいて家庭と地域と学校と

連携して、摂津市全ての子どもたちが、

もうあらゆる機会と場所において本に親

しめる環境の整備を、本当にお願いした

いなと思っております。これは以前、私

は朝の１０分間読書運動を一般質問等で

も何度か提案をさせていただいておりま

すけれども、これは現在、何校で実施を

されているのかお聞きをしたいと思うの

です。以前お聞きさせてもらったときに

は、私は本当にいいことは、もうできま

したら摂津市教育委員会に一斉にお願い

できないのかと思いましたが、それは今

はできないと、各小学校の校長先生のい

ろんな采配によるということもお伺いし

たことがあるのですけれどもね。私はい

いと思うことは、やっぱり徹底してやる

べきではないかなという考えでいるもの

でございますけれども、朝の１０分間と

いうところに私は意味があると思うので

すけれども、ざわざわざわめく、また、

授業に入る前に１０分間ということでね、

ですけれども、あるところではそれは最

後にやっていらっしゃる学校もあるとい

うことでね、時にはそれを違うことに変

えてとかいうのを、以前にお聞きしたこ

とがありましたが、今現在、何校の学校

がこの実施をしているのかお伺いしたい

と思います。

　次に、学校教育相談員の配置事業とい

うことで、今ご答弁いただきまして、経

験の浅い教職員や２、３年目の教職員の

方も含めてということでありましたけれ

ども、本当にこれはもう小中学校を支援

するというものでありますので、しっか

りとお願いをしたいと思います。

　あと、スクールソーシャルワーカー等

の活用事業のことでありますけれども、

今ご答弁もいただきましたけれども、本

当に、私は、中学校区に１名の配置とい

うことでありますけれども、いじめが１

件あってもね、もう本当に心を痛めます。

我が党は７月にいじめ問題の取り組み強

化を求める緊急要望書を和島教育長に提

出をしております。また、同僚の藤浦議
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員も、いじめ撲滅の取り組みについてと

いうのは、もう先般、本会議で質問もし

ております。本当にこの児童・生徒を取

り巻く事件が今、多発している現状に鑑

みて、スクールカウンセラーは小学校で

すけれども、また、スクールソーシャル

ワーカーを全校にもう常時、配置をして、

いじめ、また、不登校などの課題に対し

て、本当に関係機関と連携をして、教育

相談の充実をさらに図っていただきたい

ということを要望したいと思いますので、

よろしくお願いします。

　あと、幼稚園管理運営事業の件であり

ますけれども、本当にこのことはよくわ

かりました。今、預かり保育ということ

で週４回、２時から４時までというご答

弁もいただきました。どうか保護者の立

場に立って、今後の配慮をよろしくお願

いしたいと思います。

　あと、学童保育の件でありますが、ご

答弁をいただきまして、施設の整備もさ

れているということもありますけれども、

この学童保育の運営に当たりましては、

条例を改正して、私は途中入所など、も

う希望する学童全てを受け入れる体制、

自然解消で自然に待機児童がなくなった

ではなくして、それをもう本当に希望す

るわけです。また保育時間の延長も検討

するように、ぜひともまた今後のことで

ありますが、要望をしておきたいと思い

ます。

　次に、学力定着度調査事業であります

が、本当に先ほどもご答弁ありまして、

毎年、大阪府が実施する、それに参加す

る、そういうことに意義があるというか、

必要があるというお話をお聞きさせてい

ただきました。

　あと、土曜授業の新聞報道に関する思

いを語っていただきまして、授業日数を

確保するという答弁でありました。もう

摂津市としては、今現在、そういう土曜

日の授業を考えていないというお話でご

ざいましたけれども、どうか今後とも学

力向上のための尽力をお願いし、要望と

いたします。

　あと、青少年ゆめ・感動体験事業であ

りますが、北京オリンピックメダリスト

の朝原選手ですか、また、元プロ野球の

矢野選手ということで、本当にいろんな

子どもたちに、それこそこのタイトルど

おり、青少年ゆめ・感動体験であります

けれども、キッズドリームスポーツチャ

レンジｉｎせっつということであります

が、どうか毎年開催できるように、ぜひ

とも取り組んでいただきたいと要望いた

します。

　あと、教育推進課の研修事業でありま

すけれども、この防災のことについて、

今、研修されている。昨年の東日本大震

災以降でありまして、当然これはもう避

けては通れない。また大事なことであり

ます。私は昨年の東日本大震災以後、学

校で行う内容は、以前と比べてどのよう

に変わったのかということを、お伺いさ

せていただきたいと思います。

　以上です。

○大澤千恵子委員長　撰田課長。

○撰田教育推進課長　朝読書に関するご

質問にお答えいたします。

　朝読書の実施校数ですけれども、現在、

小中１５校で実施している状況でござい

ます。

　あと研修事業の避難訓練の件です。

　実施の回数がかなりふえている学校も

ございますし、淀川に近い学校に関しま

しては、津波を想定して屋上に避難する

訓練を実施したりとか、あと、実施の時

期も大体６月と１月というのが、これま

で多かったのですけれども、６月、１月

だけではなく、その間の月でも実施を行っ
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たりという、その実施の時期に関しても

随分変化といいますか、変わってきてい

るところでございます。また、内容に関

しましては、まだ検討中といいますか、

どんどん今変わっていっている状況でご

ざいますので、今後これからもまたいろ

んなことが変わってくる状況ですので、

その辺の情報収集と今後の指導を行って

いきたいと考えております。

○大澤千恵子委員長　川端委員。

○川端福江委員　朝の１０分間読書運動

については、本当に聞き間違いではない

かと思いますけど、１５校実施をされて

いるということですので、本当にうれし

く思います。形だけではなくして、この

朝の１０分間の読書運動が本当に、また

読書は大事であるというのはもう皆さん

も重々、教職員の立場、また、いろんな

人を教える、また教育委員会に所属をさ

れているということを考えても、さまざ

まに日ごろからそういったことを必要と

されている、また必要事項ではないかと、

大変必要なことだということは十分認識

されていると思います。活字離れを防い

で、豊かな心を育むためにも、その学校

においても教師と生徒がともにこの朝の

読書運動を行うわけです。また、家庭で

の親子で読書に親しむということができ

ればと願うものでありますけ。この朝の

１０分間読書運動はもう全校に定着して

ないと思ったので、本当にうれしく思い

ます。生きる力といつも教育長は言われ

ますけれども、また、そういった読書を

通して、本当に負けない、強い心を育む

ことができると、確信をしているわけで

ございます。ぜひ、また、いろんな事情

があって、今言われていることを信用し

ていないわけではありませんが、まずは、

ひょっとしたら何らかの事情で、できて

いないところがあれば、また、ぜひ、も

うこれはお願いするしかありませんので、

さらに読書を広げていく意味で、ぜひと

もお願いしたいと思います。

　よろしくお願いします。

　最後の防災訓練の件は、ちょっと何か

心もとない気がするのですけれどもね。

６月、１月とプラスアルファーになった

でありましょうと、まだ、しっかりと掌

握されてない部分がちょっと今聞き取れ

たんですけれどもね。その間にひょっと

して、この東南海・南海等、その三つ同

時も言われているこの大きな地震がきた

ら、もうそれで終わりでございますので

ね、もうそれがいつ来るのかというのは

わからないだけに、やはり日々の準備、

用意というか訓練というかね、私はもう

今までとガラッと変わらないと、今まで

は、「さあ地震がきたよ」と言うたら、

机の中に入るとかいろんな方法があった

けど、それも、もうやめようという、そ

れぐらいの思いで、もう一度、防災訓練

に関して見直していくということが必要

ではないかと思います。釜石の奇跡をご

存じだと思いますけれども、子どもたち

がちょっと用事があって家に帰ったとい

う２、３人以外はですね、その方たちは

残念ながら亡くなったのですけど、ただ、

もう言われるとおり、いつも訓練してい

るとおり、ともかく高いところへ登ると

いうね、逃げるというそういうふうにし

て、いつも訓練しているとおりにやった

子どもたちは１００％助かったわけです

ね、この釜石市で。私も、先般、和歌山

の稲むらの火の館を見る機会がありまし

たけれども、この二つの共通点はね、と

もかく「逃げる」なのですよ。ただただ

「逃げる」なのですよ。何かあったら逃

げるというね、もうそのことを本当に私

は骨身にしみて見学してまいりましたの

ですけど、だから、本当に大阪府も想定
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外を見越して見直しをしておりますし、

そういった形で学校での防災訓練も、ぜ

ひ見直すときだと思いますので、ぜひま

たご配慮、また考慮していただきたいと

思います。

　摂津市では、淀川の氾濫がありました

ら、これは大きなことですけれども、津

波は少ないと考えられますけれども、そ

こで、私は一つの案として、頭巾をかぶ

ることを提案したいと思うのです。崩落

とか、また落下物より頭を守るというた

めに防災頭巾とかね。これは一つインター

ネットで出してきましたけど、コンパク

トなサイズになるヘルメット、「タタメッ

ト」というのがあります。ペタンと畳む、

これは小さくなるのですけど、これでも

防災頭巾でもいいですけどね、机の引き

出しに入れておくと。以前そういうふう

ものをテレビ等でやっていたのを見たこ

とがあるのですけど、机の下に入るとき、

そのときに机の引き出しから出して何か

正方形の座布団みたいな、そのときはそ

ういう防災頭巾みたいな頭巾だったので

すけど。昔の方はご存じだと、防空頭巾

といいますかね、もう若い人が多いから

防空頭巾と言ってもわからないかなと思

いながら、もういろんな言葉を選んでしゃ

べっているのですけれども。本当にそう

いう防空頭巾を、もうそこからかぶって

机の中に入るというね、そういうふうな

ものでありますけれども、ぜひこういっ

たものも考慮していただいて、子どもた

ちの命を守るために本当にご尽力をいた

だきたいと思いますので、よろしくお願

いします。

○大澤千恵子委員長　川端委員の質問が

終わりました。

　本日の委員会は、この程度のとどめ散

会します。

（午後４時１３分　散会）

委員会条例第２９条第１項の規定により

署名する。

文教常任委員長 大 澤 千 恵 子

文教常任委員  川 端 福 江
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